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十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易

中

島

楽

章

十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
海
域
は
、「
交
易
の
時
代
」
の
最
盛
期
を
む
か
え
た
。
そ

の
原
動
力
は
、
生
糸
や
絹
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
産
品
の
輸
出
と
、
そ
れ
に
対
す
る
膨
大
な
新
大
陸
銀
や
日
本
銀
の
中
国
へ
の
流
入

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
銀
と
中
国
産
品
の
貿
易
に
は
、
二
つ
の
基
幹
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
マ
カ
オ
｜
長

崎
間
の
中
継
貿
易
で
あ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
一
五
五
七
年
に
は
マ
カ
オ
に
、
一
五
七
〇
年
に
は
長
崎
に
貿
易
根
拠
地
を
築
く
こ
と
に

成
功
し
、
翌
一
五
七
一
年
か
ら
マ
カ
オ
と
長
崎
を
結
ぶ
、
中
国
生
糸
と
日
本
銀
の
中
継
貿
易
を
開
始
し
、
莫
大
な
利
益
を
あ
げ
た
。

も
う
一
つ
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
る
メ
キ
シ
コ
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
と
、
福
建
の
海
商
に
よ
る
マ
ニ
ラ
｜
福
建
貿
易
で
あ
る
。
一
五
六
〇

年
代
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
の
征
服
を
進
め
た
ス
ペ
イ
ン
は
、
一
五
七
一
年
に
マ
ニ
ラ
市
を
建
設
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
支
配
の
拠
点
と
し

た
。
ま
も
な
く
マ
ニ
ラ
と
メ
キ
シ
コ
を
結
ぶ
ガ
レ
オ
ン
船
貿
易
が
は
じ
ま
り
、
マ
ニ
ラ
は
福
建
海
商
が
も
た
ら
す
中
国
商
品
と
、
ガ

レ
オ
ン
船
が
も
た
ら
す
新
大
陸
銀
の
中
継
拠
点
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
カ
オ
｜
長
崎
、
福
建
｜
マ
ニ
ラ
｜
メ
キ
シ
コ
と
い
う
二

つ
の
基
幹
貿
易
に
つ
い
て
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
り
豊
富
な
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
料
を
中
心

に
、
中
国
や
日
本
の
史
料
も
利
用
し
て
、
多
く
の
充
実
し
た
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て

１
き
た
。

五
五



一
方
、
上
記
の
二
つ
の
基
幹
ル
ー
ト
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
よ
る
マ
カ
オ
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
、
日

本
の
朱
印
船
な
ど
に
よ
る
九
州
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
、
お
よ
び
福
建
海
商
に
よ
る
福
建
｜
九
州
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
マ
カ

オ
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
と
朱
印
船
貿
易
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
史
料
を
活
用
し
た
研
究
が
進
め
ら
れ
て

２
き
た
。
と

こ
ろ
が
残
る
福
建
｜
九
州
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
の
実
態
は
、
現
在
ま
で
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
同
時
代

的
史
料
の
稀
少
さ
と
い
う
制
約
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
福
建
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
が
明
朝
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
合
法
貿
易
だ
っ
た

の
に
対
し
、
中
国
海
商
に
よ
る
福
建
や
マ
ニ
ラ
と
九
州
を
結
ぶ
貿
易
は
、
明
朝
の
禁
令
を
破
っ
た
密
貿
易
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
そ

の
実
態
を
示
す
史
料
は
、
密
貿
易
を
摘
発
す
る
立
場
に
あ
っ
た
地
方
官
僚
に
よ
る
若
干
の
記
録
を
の
ぞ
け
ば
、
き
わ
め
て
乏
し
い
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
国
・
日
本
・
ス
ペ
イ
ン
の
史
料
に
散
在
す
る
、
福
建
海
商
に
よ
る
福
建
｜
九
州
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
を
め
ぐ
る

記
録
を
で
き
る
だ
け
集
め
、
そ
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
そ
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
き

３
た
い
。
こ
の
貿
易
ル
ー
ト
は
、
マ
カ
オ
｜
長
崎
、
福
建
｜
マ
ニ
ラ
｜
メ
キ
シ
コ
と
い
う
二
つ
の
基
幹
ル
ー
ト
に
比
べ
れ
ば
、
む
ろ
ん

重
要
性
は
低
い
も
の
の
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
、
ア
ジ
ア
間
海
上
貿
易
が
急
速
に
発
達
す
る
過
程
で
、
二
つ
の
基
幹

ル
ー
ト
を
補
完
す
る
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一

十
六
世
紀
後
半
、
福
建
｜
マ
ニ
ラ
｜
メ
キ
シ
コ
貿
易
の
発
展

ア
ジ
ア
海
域
の
「
交
易
の
時
代
」
に
お
け
る
一
方
の
基
幹
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
、
福
建
｜
マ
ニ
ラ
｜
メ
キ
シ
コ
貿
易
に
つ
い
て
は
、

ス
ペ
イ
ン
・
中
国
の
双
方
に
豊
富
な
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
史
料
を
活
用
し
て
、
小
葉
田
淳
氏
、
箭
内
健
次
氏
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
シ
ュ
ル
ツ
氏
な
ど
の
先
駆
的
業
績
以
来
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て

４
お
り
、
特
に
陳
荊
和
氏
の
専
著
で
は
、
十
六
世
紀
末

十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易

五
六



16世紀末の福建―フィリピン―九州航路
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の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
華
人
の
活
動
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て

５
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
照
し
て
、
十
六
世
紀
後

半
に
お
け
る
福
建
｜
マ
ニ
ラ
｜
メ
キ
シ
コ
貿
易
の
形
成
と
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
概
観
し
て
み

６
た
い
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
本
格
的
な
植
民
地
化
は
、
一
五
六
五
年
に
ミ
ゲ
ル
・
ロ
ペ
ス
・
デ
・
レ
ガ
ス
ピ
の
遠
征
隊
が
セ
ブ
島
に
拠
点
を
築

い
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
一
五
六
七
年
に
は
、
レ
ガ
ス
ピ
は
ル
ソ
ン
島
・
ビ
ン
ド
ロ
島
に
、
華
人
や
日
本
人
が
毎
年
交
易
の
た
め
に

や
っ
て
き
て
、
生
糸
や
陶
磁
器
な
ど
を
も
た
ら
し
、
金
と
蠟
を
持
ち
帰
る
と
報
告
し
て

７
い
る
。
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
、
明
朝
は
国
初

以
来
の
海
禁
政
策
を
緩
和
し
て
、
福
建
南
部
の

州
府
海
澄
県
か
ら
、
民
間
海
商
が
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
渡
航
す
る
こ
と
を
公
認
し

８た
。
海
禁
が
緩
和
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
華
人
海
商
は
日
本
人
と
と
も
に
、
す
で
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
方
面
に
渡
航
し
て
交
易
を
行
っ
て
い

た
が
、
明
朝
に
よ
る
海
外
貿
易
の
公
認
は
、
特
に
福
建
海
商
の
東
南
ア
ジ
ア
渡
航
を
急
激
に
活
発
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

中
で
も
福
建
と
も
っ
と
も
近
い
ル
ソ
ン
島
に
は
多
く
の
海
商
が
集
ま
っ
た
。
一
五
六
九
年
に
ス
ペ
イ
ン
人
が
マ
ニ
ラ
に
到
っ
た
時
に

は
、
そ
こ
に
は
四
艘
の
中
国
船
が
停
泊
し
て
お
り
、
四
十
人
の
華
人
と
二
十
人
の
日
本
人
が
居
住
し
て

９
い
た
。
翌
七
一
年
、
初
代
フ
ィ

リ
ピ
ン
総
督
に
任
じ
ら
れ
た
レ
ガ
ス
ピ
は
、
マ
ニ
ラ
市
の
成
立
を
宣
言
す
る
が
、
そ
の
後
も
ス
ペ
イ
ン
人
は
食
料
・
軍
需
品
な
ど
の

必
要
物
資
を
供
給
す
る
華
人
（
サ
ン
グ
レ
イ
と
称
さ
れ

10
た
）
を
厚
遇
し
、
中
国
船
の
来
航
も
増
加
し
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
五
七
四
年
に
は
、
広
東
潮
州
出
身
の
林
鳳
（
リ
マ
ホ
ン
）
が
率
い
る
海
賊
集
団
が
マ
ニ
ラ
を
襲
撃
す
る
と
い
う
事
件

が
起
こ
っ
た
。
そ
の
事
後
処
理
の
た
め
に
福
建
巡
撫
が
武
官
を
派
遣
し
、
こ
れ
に
対
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・

サ
ン
デ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ノ
会
士
を
福
建
に
派
遣
し
て
、
通
商
と
布
教
の
許
可
を
求
め
た
が
、
成
功
し
な
か

11
っ
た
。
林
鳳
事
件
に

よ
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
在
住
の
華
人
の
一
部
は
中
国
に
送
還
さ
れ
、
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
間
の
貿
易
は
一
時
停
滞
す
る
が
、
ほ
ど
な
く

復
活
に
む
か
い
、
中
国
船
の
来
航
数
、
中
国
商
品
の
輸
入
量
、
在
住
華
人
の
数
は
し
だ
い
に
増
加
し
て
い
っ
た（
表
１
参
照
）。
華
人

の
も
た
ら
し
た
商
品
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
内
で
消
費
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
の
ガ
レ
オ
ン
船
（
マ
ニ
ラ
・
ガ
レ
オ
ン
）

に
よ
っ
て
、
太
平
洋
を
越
え
て
ス
ペ
イ
ン
領
メ
キ
シ
コ
（
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
）
に
も
輸
出
さ
れ
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
内
部
で
消

十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易

五
八



表１ 16世紀末、マニラへの中国船来航数・華人居留者数

中国船
来航数 マニラの華人居留者数

マニラに華人40名居留1570

1571 マニラに華人150名居留

91578

1577 9

マニラにパリアン設置。華人400名帰国241582

1584 フィリピンに華人4000名来航

91581

1580 19

マニラに華人6000-7000名、うちパリアンに3000-4000名居留1590

1591 21 通常パリアンに華人2000名居住

華人12000名を本国へ送還401596

1594 マニラに華人10000名居留。うち5000名を本国へ送還

華人10000名以上居留481588

1589

フィリピンに華人3000名来航1587

1586 マニラとその近郊に華人4000-5000名居留

パリアンに華人8000名居留。華人居留者を6000名に制限181602

1603 16 マニラに華人16000名居住。さらに4000名が来航

華人の蜂起。フィリピン全土で20000名前後が殺害される

マニラ城壁外に華人15000名居住251600

1601 29

パリアンに華人3000名居住191599

1597 14 ルソン島に華人10000名居留

［出典］中国船来航者数：Richard von Glahn,Fountain of Fortune, p.120,Table 6.
マニラの華人居留者数：陳荊和『十六世紀之菲律賓華僑』135-140頁。
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費
さ
れ
た
商
品
は
、
食
料
品
・
軍
需
品
・
奴
隷
・
船
舶
用
装
備
・
低
価
格
の
綿
布
な
ど
で
あ
り
、
新
大
陸
に
再
輸
出
さ
れ
た
商
品
は
、

絹
・
陶
磁
器
・
鉄
・
銅
・
水
銀
な
ど
で
あ

12
っ
た
。
あ
た
か
も
一
五
七
〇
年
代
に
は
、
水
銀
を
用
い
た
精
錬
法
の
導
入
な
ど
に
よ
り
、

ペ
ル
ー
の
ポ
ト
シ
銀
山
を
は
じ
め
と
す
る
、
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
銀
の
採
掘
量
が
急
増
し
て
お
り
、
膨
大
な
新
大
陸
銀

が
、
中
国
商
品
の
代
価
と
し
て
、
メ
キ
シ
コ
西
岸
の
ア
カ
プ
ル
コ
か
ら
マ
ニ
ラ
に
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
福
建
商
人
に

よ
っ
て

州
へ
と
運
ば
れ
て
い
っ
た
。
特
に
一
五
七
九
年
か
ら
は
、
生
糸
や
絹
を
は
じ
め
と
す
る
大
量
の
中
国
商
品
を
、
マ
ニ
ラ
か

ら
ア
カ
プ
ル
コ
へ
と
運
ぶ
ガ
レ
オ
ン
貿
易
が
確
立
し
、
一
五
八
〇
年
代
に
は
急
激
に
成
長
し
て
い

13
っ
た
。

中
国
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
は
、
当
初
は
関
税
を
免
除
さ
れ
た
自
由
貿
易
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
五
八
一
年
、
総
督
ド
ン
・
ゴ
ン
サ
ロ
・

ロ
ン
キ
リ
ョ
は
、
慢
性
的
に
不
足
し
て
い
た
植
民
地
財
政
を
補
う
た
め
、
中
国
か
ら
の
輸
入
商
品
に
対
し
三
％
の
関
税
の
徴
収
を
命

じ
た
。
同
時
に
徴
税
の
便
宜
と
華
人
の
統
制
の
た
め
に
、
マ
ニ
ラ
在
住
の
華
人
を
パ
リ
ア
ン
と
呼
ば
れ
る
居
留
地
に
集
中
さ
せ
た
。

関
税
徴
収
と
パ
リ
ア
ン
へ
の
強
制
居
住
に
と
も
な
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
人
官
吏
に
よ
る
華
人
へ
の
不
正
や
圧
迫
も
し
ば
し
ば
生
じ
、
中

国
商
品
の
輸
入
の
減
少
と
価
格
の
騰
貴
を
招

14
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
一
五
八
六
年
に
開
か
れ
た
マ
ニ
ラ
市
民
会
議
で
は
、

三
％
関
税
の
廃
止
、
中
国
商
品
の
一
括
購
入
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
マ
ニ
ラ
へ
の
資
金
送
付
の
禁
止
な
ど
を
、
国
王
フ
ェ
リ
ペ
二
世
に
要

請
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
う
ち
関
税
の
廃
止
以
外
は
、
一
五
八
九
年
の
フ
ェ
リ
ペ
二
世
の
勅
令
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
。
中
国
商

品
の
一
括
購
入
は
「
パ
ン
カ
ダ
」
と
称
さ
れ
、
マ
ニ
ラ
住
人
の
代
表
者
が
、
中
国
商
品
を
一
定
の
価
格
で
一
括
購
入
し
、
入
手
を
希

望
す
る
住
人
に
適
切
に
分
配
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
と
も
に
華
人
が
中
国
商
品
な
ど
を
小
売
り
す
る
こ
と
も
禁

じ
ら

15
れ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
パ
ン
カ
ダ
は
厳
格
に
は
施
行
さ
れ
ず
、
中
国
商
品
は
関
税
賦
課
の
た
め
の
評
価
額
が
決
め
ら
れ
た
あ

と
は
、
華
人
商
人
が
お
お
む
ね
自
由
に
売
買
で
き
、
華
人
と
ス
ペ
イ
ン
人
の
代
表
者
の
交
渉
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
価
格
が
決
ま
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
ま
た
メ
キ
シ
コ
商
人
に
よ
る
資
金
送
付
の
禁
止
は
、
過
剰
な
銀
の
流
入
に
よ
る
中
国
商
品
の
価
格
騰
貴
や
、
マ
ニ
ラ

市
民
が
ガ
レ
オ
ン
船
に
商
品
を
積
み
こ
む
ス
ペ
ー
ス
の
不
足
な
ど
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
実
際
に
は
あ
ま
り
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効
果
が
な
か

16
っ
た
。

こ
う
し
た
問
題
を
か
か
え
つ
つ
も
、一
五
八
〇
年
代
の
中
後
期
に
は
福
建
｜
マ
ニ
ラ
｜
メ
キ
シ
コ
貿
易
は
順
調
に
成
長
を
つ
づ
け
、

毎
年
二
十
艘
〜
三
十
艘
ほ
ど
の
中
国
船
が
マ
ニ
ラ
に
来
航
し
た
よ
う
だ
。
一
五
八
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
ゴ
ン
サ
ー
レ
ス
・
デ
・
メ

ン
ド
ー
サ
『
シ
ナ
大
王
国
誌
』
で
は
、
毎
年
二
十
艘
以
上
の
中
国
船
が
、
絹
・
陶
磁
器
・
軍
需
品
・
金
属
・
食
料
な
ど
を
舶
載
し
て

や
っ
て
く
る
と
記
し
て

17
い
る
。
一
五
八
六
年
、
マ
ニ
ラ
市
参
事
会
の
フ
ェ
リ
ペ
二
世
へ
の
報
告
に
も
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

当
市
内
に
は
、
サ
ン
グ
レ
イ
の
商
人
に
よ
る
生
糸
市
場
（
す
な
わ
ち
パ
リ
ア
ン
）
が
あ
り
、
百
五
十
軒
の
店
が
な
ら
び
、
つ
ね

に
六
百
名
ほ
ど
の
サ
ン
グ
レ
イ
が
住
ん
で
い
る
。
こ
の
外
に
も
本
市
の
対
岸
に
も
百
人
が
住
ん
で
い
る
。
…
…
お
お
む
ね
二
十

人
の
商
人
が
、
毎
年
中
国
か
ら
当
市
に
来
航
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
少
な
く
と
も
百
人
の
人
々
を
連
れ
て
く
る
。
彼
ら
は
十
一
月
か

ら
三
月
ま
で
の
七
ヶ
月
の
あ
い
だ
、
当
地
に
来
た
そ
れ
ら
の
船
で
交
易
を
し
、
そ
こ
に
住
み
、
本
国
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
。
彼
ら

は
当
地
に
二
十
万
ペ
ソ
相
当
の
商
品
を
も
た
ら
し
、
う
ち
一
万
ペ
ソ
だ
け
が
食
料
品
で

18
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
マ
ニ
ラ
市
内
外
に
常
住
す
る
華
人
は
七
百
人
ほ
ど
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
交
易
期
に
は
二
十
艘
の
商
船
が
百
人
あ
ま

り
の
華
人
を
乗
せ
て
来
航
し
て
お
り
、
二
千
人
あ
ま
り
の
華
人
が
滞
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
い
う
二
十
人
の
商
人
が
、

中
国
史
料
に
い
う「
舶
主
」・「
船
主
」で
あ
り
、
中
国
商
船
に
は
彼
を
総
責
任
者
と
し
て
、
百
人
余
り
の
商
人
や
船
員
が
同
乗
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
当
時
の
総
督
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
ベ
ラ
も
、
華
人
と
の
貿
易
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
。
翌
八
七
年
、
ベ
ラ
は

国
王
に
対
し
、「
今
年
は
多
く
の
船
が
中
国
か
ら
こ
の
諸
島
に
、
特
に
本
市
（
マ
ニ
ラ
）
に
来
航
し
た
。
荷
を
満
載
し
た
三
十
艘
以
上

の
船
が
、
多
く
の
商
品
や
牛
馬
を
舶
載
し
、
三
千
人
以
上
を
乗
せ
て
や
っ
て
き
た
。
私
は
彼
ら
を
歓
迎
し
、
親
切
に
受
け
入
れ
た
」

と
報
告
し
て

19
い
る
。

福
建
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
の
発
展
は
、
福
建
の
地
域
経
済
に
繁
栄
を
も
た
ら
し
、
福
建
省
が
徴
収
す
る
関
税
収
入
も
増
加
し
て
い
っ
た
。

一
五
八
九
（
万
暦
十
七
）
年
に
は
、
海
商
に
発
給
す
る
渡
航
許
可
証
（
文
引
）
の
数
を
、「
東
洋
」（
東
南
ア
ジ
ア
東
部
）・「
西
洋
」（
東
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南
ア
ジ
ア
西
部
）
に
そ
れ
ぞ
れ
四
十
四
隻
、
合
計
八
十
八
隻
と
定
め
た
が
、
他
の
渡
航
地
へ
の
割
当
数
が
毎
年
一
〜
四
隻
だ
っ
た
の

に
対
し
、
呂
宋
（
特
に
マ
ニ
ラ
を
指
す
）
の
み
十
六
隻
の
渡
航
が
認
め
ら

20
れ
た
。「
東
洋
」
に
属
す
る
四
十
四
隻
の
う
ち
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
諸
島
を
渡
航
先
と
す
る
も
の
は
四
十
一
隻
に
の
ぼ
り
、マ
ニ
ラ
以
外
の
ル
ソ
ン
島
各
地
に
も
十
六
隻
の
渡
航
が
認
め
ら
れ
て

21
い
た
。

こ
う
し
た
「
東
洋
」
行
き
の
商
船
の
か
な
り
の
部
分
が
、
実
際
に
は
マ
ニ
ラ
に
入
港
し
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
中
国
に
お
い
て
も
、

海
外
貿
易
の
公
認
に
よ
り
、
密
貿
易
や
海
賊
活
動
は
沈
静
化
し
、
ル
ソ
ン
か
ら
海
澄
に
帰
港
し
た
商
船
に
課
さ
れ
た
、「
加
増
餉
」と

称
さ
れ
る
関
税
収
入
も
、
一
五
七
五
（
万
暦
三
）
年
の
六
千
両
か
ら
、
一
五
八
三
（
万
暦
十
一
）
年
に
は
二
万
両
、
一
五
九
四
（
万

暦
二
十
二
）
年
に
は
二
万
九
千
両
と
増
加
し
て
い

22
っ
た
。
な
お

州
を
出
港
し
た
商
船
は
、
年
内
に
は
帰
港
す
る
べ
き
と
さ
れ
、
渡

航
地
で
冬
を
越
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た（
圧
冬
の
禁
）。
し
か
し
上
記
の
参
事
会
報
告
も
示
す
よ
う
に
、
マ
ニ
ラ
に
来
航
し
た
華

人
に
は
、
越
冬
し
て
交
易
し
た
り
、
パ
リ
ア
ン
な
ど
に
定
住
す
る
者
も
多
く
、
こ
の
禁
令
は
あ
ま
り
守
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
福
建
｜
マ
ニ
ラ
｜
メ
キ
シ
コ
貿
易
の
隆
盛
の
背
景
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
と
の
銀
価
格
の
相
違
が
あ
っ
た
。
十
六

世
紀
後
半
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
け
る
金：

銀
の
比
価
は
一：

十
二
で
あ
っ
た
が
、
中
国
に
お
い
て
は
一：

六
〜
七
で

23
あ
り
、
安

価
で
豊
富
な
中
国
商
品
と
、
中
国
で
の
価
値
が
高
い
新
大
陸
銀
と
の
交
易
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
・
中
国
人
の
双
方
に
大
き
な
利
益
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
中
国
商
品
の
大
量
流
入
と
新
大
陸
銀
の
流
出
は
、
ス
ペ
イ
ン
植
民
地
帝
国
の
経
済
に
多
く
の

問
題
も
も
た
ら
し
た
。
ペ
ル
ー
や
メ
キ
シ
コ
で
採
掘
さ
れ
た
膨
大
な
銀
の
か
な
り
の
部
分
は
、
マ
ニ
ラ
を
経
由
し
て
中
国
に
輸
出
さ

れ
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
手
に
は
二
度
と
戻
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
華
人
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
産
の
綿
花
を
輸
入
し
、
本
国
で
綿
布
に
加
工
し
て

再
輸
出
し
た
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
在
来
の
綿
布
生
産
は
衰
退
し
て
し
ま

24
っ
た
。
メ
キ
シ
コ
に
も
大
量
の
中
国
産
の
生
糸
・
絹
・

綿
布
が
流
入
し
、
現
地
に
お
け
る
生
糸
生
産
は
衰
退
し
、
ペ
ル
ー
に
お
い
て
も
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
中
継
さ
れ
た
中
国
産
の
織
物
が
、

在
来
の
織
物
を
駆
逐
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
絹
と
、
中
国
産
生
糸
を
原
料
と
し
た
メ
キ
シ
コ
産
の
絹
は
、
ス
ペ

イ
ン
本
国
の
絹
織
物
業
か
ら
新
大
陸
に
お
け
る
市
場
を
奪
っ
て
ゆ
き
、
そ
れ
ま
で
植
民
地
貿
易
を
支
配
し
て
い
た
セ
ビ
ー
リ
ャ
の
特
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権
商
人
の
利
益
を
損
な
い
、
ス
ペ
イ
ン
王
室
の
税
収
の
減
少
も
招

25
い
た
。

こ
の
よ
う
な
中
国
商
品
の
流
入
に
よ
る
、
新
大
陸
銀
の
流
出
と
、
ス
ペ
イ
ン
本
国
の
商
工
業
へ
の
圧
迫
に
対
し
、
一
五
八
六
年
に

フ
ェ
リ
ペ
二
世
は
中
国
産
の
絹
類
を
マ
ニ
ラ
や
メ
キ
シ
コ
に
輸
出
す
る
こ
と
を
禁

26
じ
た
。
そ
の
後
も
フ
ェ
リ
ペ
二
世
は
く
り
か
え
し

て
勅
令
を
下
し
、
中
国
商
品
の
一
括
購
入
（
パ
ン
カ
ダ
）
の
遵
守
、
華
人
に
よ
る
商
品
小
売
り
の
禁
止
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
マ
ニ
ラ
へ

の
資
金
委
託
の
制
限
な
ど
を
命
じ
、
ま
た
中
国
商
品
を
で
き
る
だ
け
フ
ィ
リ
ピ
ン
産
品
で
購
入
さ
せ
、
新
大
陸
銀
の
流
出
を
防
ご
う

と
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
庁
も
、
原
住
民
が
中
国
産
の
絹
や
綿
布
を
着
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
て

27
い
る
。
さ
ら
に
一
五
九
三
年
に
は
、

マ
ニ
ラ
か
ら
メ
キ
シ
コ
へ
の
積
荷
価
格
は
二
十
五
万
ペ
ソ
以
下
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
マ
ニ
ラ
へ
の
銀
の
積
載
価
格
は
五
十
万
ペ
ソ
以
下

に
制
限

28
し
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
諸
施
策
も
ほ
と
ん
ど
効
果
は
な
く
、
中
国
か
ら
は
マ
ニ
ラ
を
経
て
、
生
糸
や
絹
を
は
じ
め
と
す
る

大
量
の
中
国
商
品
が
輸
出
さ
れ
、
メ
キ
シ
コ
や
ペ
ル
ー
の
商
人
は
さ
か
ん
に
中
国
貿
易
に
銀
を
投
資
し
、
膨
大
な
新
大
陸
銀
が
マ
ニ

ラ
を
経
て
中
国
に
流
れ
こ
ん
で
い
っ
た
。

一
五
九
〇
年
代
に
は
、
福
建
か
ら
マ
ニ
ラ
に
中
国
商
品
を
輸
出
し
た
華
人
海
商
は
、
一
〇
〇
％
〜
二
〇
〇
％
の
利
潤
を

29
あ
げ
、
ス

ペ
イ
ン
人
が
マ
ニ
ラ
か
ら
メ
キ
シ
コ
に
中
国
商
品
を
輸
出
す
れ
ば
、
一
五
〇
〜
二
〇
〇
％
の
利
潤
を
あ
げ
た
と
い
わ

30
れ
る
。
ヴ
ァ
ン
・

グ
ラ
ン
氏
は
中
国
商
品
に
対
す
る
関
税
統
計
に
よ
り
、
マ
ニ
ラ
か
ら
中
国
へ
の
銀
輸
出
額
を
、
一
五
八
六
〜
九
〇
年
に
は
総
計
六
二

五

〇
〇
〇
ペ
ソ
（
年
平

三

一
九
五
㎏
）、
一
五
九
一
〜
九
五
年
に
は
、
三

八
二
七

五
〇
〇
ペ
ソ
（
年
平

一
九

五
六
六

㎏
）、
一
五
九
六
〜
一
六
〇
〇
年
に
は
、
四

〇
二
六

〇
〇
〇
ペ
ソ
（
年
平

二
〇

五
八
一
㎏
）
と
推
計
し
て

31
い
る
。
む
ろ
ん
関

税
統
計
に
現
れ
な
い
密
貿
易
を
含
め
れ
ば
、
輸
出
量
は
よ
り
多
く
な
る
。
小
葉
田
淳
氏
は
い
く
つ
か
の
同
時
代
史
料
か
ら
、
一
六
〇

〇
年
前
後
に
は
、
多
い
年
に
は
一
五
〇
〜
二
〇
〇
万
ペ
ソ
（
三
八

三
四
〇
〜
五
一

一
二
〇
㎏
）
の
銀
が
メ
キ
シ
コ
か
ら
マ
ニ
ラ

に
送
ら
れ
、
そ
の
大
部
分
が
中
国
に
流
入
し
た
と
推
定
し
て

32
い
る
。
な
お
小
葉
田
氏
に
よ
れ
ば
、
一
五
八
〇
年
前
後
に
長
崎
か
ら
マ

カ
オ
に
運
ば
れ
た
日
本
銀
は
、
年
平

五
〇
万
〜
六
〇
万
両
（
一
八

七
〇
〇
〜
二
二

五
〇
〇
㎏
）
と
み

33
ら
れ
、
Ｇ
・
ブ
ラ
イ
ア
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ン
・
ス
ー
ザ
氏
は
、
一
五
八
〇
〜
一
五
九
七
年
に
長
崎
か
ら
マ
ニ
ラ
に
輸
出
さ
れ
た
日
本
銀
は
、
総
計
七
五
〇
万
両
〜
八
九
〇
万
両

（
年
平

一
六

五
〇
〇
〜
一
九

五
〇
〇
㎏
）と
推
定
し
て

34
い
る
。
十
六
世
紀
末
に
は
、
日
本
銀
を
か
な
り
上
回
る
量
の
新
大
陸
銀

が
、
マ
ニ
ラ
か
ら
中
国
へ
輸
出
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

貿
易
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
マ
ニ
ラ
に
滞
在
す
る
華
人
の
人
口
も
増
加
し
て
い
っ
た
。
一
五
八
〇
年
代
末
に
は
、
す
で
に
マ
ニ
ラ

に
定
住
し
て
い
る
華
人
は
約
四
千
人
に
の
ぼ
り
、
商
船
の
来
航
期
に
は
一
万
人
に
達
し
た
と

35
い
う
。
と
こ
ろ
が
一
五
九
三
年
、
総
督

ゴ
メ
ス
・
ペ
レ
ス
・
ダ
ス
マ
リ
ー
ニ
ャ
ス
が
、
モ
ル
ッ
カ
遠
征
の
途
上
、
ガ
レ
ー
船
の
漕
ぎ
手
と
し
て
徴
発
し
た
華
人
に
殺
害
さ
れ

る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
、
翌
年
に
は
マ
ニ
ラ
滞
在
の
華
人
の
う
ち
五
千
名
が
中
国
に
送
還
さ
れ
、
パ
リ
ア
ン
も
マ
ニ
ラ
の
城
壁
外

に
移
さ

36
れ
た
。
た
だ
し
そ
の
後
も
華
人
の
来
航
は
き
わ
め
て
多
く
、
一
五
九
六
年
に
は
一
万
二
千
名
の
華
人
を
交
易
後
に
帰
国
さ
せ

た
の
ち
も
、
な
お
同
数
の
華
人
が
マ
ニ
ラ
に
残
留
し
て
お
り
、
翌
年
に
も
二
万
四
千
名
の
華
人
が
来
航
し
、
う
ち
一
万
三
千
名
を
帰

国
さ
せ
て

37
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
増
加
を
続
け
る
華
人
滞
在
者
の
統
制
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
一

九
九
八
年
、
マ
ニ
ラ
司
法
行
政
院
の
最
高
審
議
官
で
あ
っ
た
ア
ン
ト
ニ
オ
・
デ
・
モ
ル
ガ
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
施
政
に
関
す
る
報
告

書
に
お
い
て
、
華
人
の
交
易
や
居
住
の
制
限
、
華
人
来
航
者
数
の
抑
制
、
中
国
商
品
の
不
正
取
引
や
信
用
売
買
の
禁
止
な
ど
を
提
言

し
、
貿
易
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
っ
た
五
月
に
は
、
中
国
船
と
そ
の
乗
員
を
す
み
や
か
に
帰
国
さ
せ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て

38
い
る
。

一
六
〇
〇
年
前
後
に
お
け
る
マ
ニ
ラ
の
華
人
と
彼
ら
の
商
業
活
動
は
、
モ
ル
ガ
の
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
誌
』
に
詳
し
く
活
写
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
記
事
は
き
わ
め
て
著
名
で
あ
り
ま
た
長
文
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
モ
ル
ガ
に

よ
れ
ば
、
毎
年
三
月
ご
ろ
、
三
十
〜
四
十
艘
の
中
国
船
が
マ
ニ
ラ
に
来
航
す
る
。
中
国
船
は
海
商
や
、
中
国
在
住
の
商
人
の
代
理
人

を
乗
せ
、
渡
航
許
可
証
（
文
引
）
を
持
っ
て
来
航
し
、
五
月
末
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
南
南
西
の
季
節
風
に
よ
っ
て
帰
帆
す
る
。
帆

船
が
マ
ニ
ラ
湾
に
着
く
と
、
官
吏
が
積
載
商
品
を
検
査
し
て
三
％
の
関
税
を
課
す
。
そ
れ
か
ら
商
品
は
パ
リ
ア
ン
な
ど
の
商
店
や
倉

庫
に
搬
入
さ
れ
る
。
積
荷
の
大
部
分
を
占
め
る
生
糸
や
絹
の
価
格
は
、
ス
ペ
イ
ン
側
・
華
人
側
の
事
情
通
に
よ
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
決
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め
ら
れ
る
。
代
金
は
銀
塊
や
レ
ア
ル
銀
貨
で
支
払
わ
れ
、
一
般
に
五
月
末
に
は
交
易
が
終
わ
り
、
華
人
は
中
国
に
帰
航
し
、
六
月
末

に
は
中
国
商
品
を
積
ん
だ
ガ
レ
オ
ン
船
が
ア
カ
プ
ル
コ
へ
出
帆
す
る
。
た
だ
し
華
人
の
な
か
に
は
、
マ
ニ
ラ
に
残
っ
て
商
品
を
ゆ
っ

く
り
売
る
者
も
い
た
。
マ
ニ
ラ
に
定
住
し
て
い
る
華
人
は
、
パ
リ
ア
ン
な
ど
に
居
住
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
商
工
業
を
い
と
な
み
、
み

ず
か
ら
の
指
導
者
を
選
び
、
彼
が
華
人
ど
う
し
の
家
庭
内
や
商
売
上
の
訴
訟
を
裁
い
て
い
た
と

39
い
う
。

一
六
〇
三
年
に
は
、
一
万
六
千
名
以
上
の
華
人
が
マ
ニ
ラ
に
居
住
し
て
お
り
、
こ
の
年
の
中
国
船
で
来
航
し
た
華
人
を
合
わ
せ
る

と
、
総
数
は
二
万
人
に
達
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
こ
ろ
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
居
住
し
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
人
は
千
三
百
人
程
度

に
す
ぎ
な
か
っ

40た
。
こ
の
よ
う
に
華
人
の
来
航
・
居
留
数
が
増
加
を
つ
づ
け
、
し
か
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
経
済
を
左
右
す
る
よ
う
に
な
っ

て
ゆ
く
と
、
ス
ペ
イ
ン
人
植
民
者
の
華
人
に
対
す
る
警
戒
感
は
高
ま
り
、
彼
ら
の
活
動
に
対
す
る
圧
迫
も
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
両
者

の
対
立
は
し
だ
い
に
深
刻
化
し
、
こ
の
一
六
〇
三
年
に
は
、
マ
ニ
ラ
に
居
留
す
る
華
人
の
蜂
起
が
発
生
し
、
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
る
鎮

圧
の
過
程
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
全
土
で
二
万
名
前
後
の
華
人
が
虐
殺
さ
れ
た
と
い
わ

41
れ
る
。
こ
う
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
華
人
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
は
い
っ
た
ん
壊
滅
す
る
が
、
マ
ニ
ラ
貿
易
が
も
た
ら
す
利
益
は
そ
の
後
も
華
人
海
商
を
ひ
き
つ
け
、
ま
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
植
民

地
経
済
も
華
人
と
の
貿
易
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
ず
、
比
較
的
短
期
間
の
う
ち
に
、
福
建
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
は
再
成
長
し
、
華
人
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
も
再
建
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

二

十
六
世
紀
末
、
ル
ソ
ン
｜
九
州
貿
易
の
動
向

十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
、
日
本
人
に
よ
る
ル
ソ
ン
貿
易
と
、
マ
ニ
ラ
に
お
け
る
日
本
町
の
成
立
に
つ
い
て

は
、
Ｗ
・
シ
ュ
ル
ツ
氏
や
岡
本
良
知
氏
の
先
駆
的
研
究
が
あ

42
る
が
、
特
に
岩
生
成
一
氏
は
、
ス
ペ
イ
ン
と
日
本
の
双
方
の
史
料
を
駆

使
し
て
、
そ
の
沿
革
と
実
態
を
明
ら
か
に

43
し
た
。
ま
た
こ
の
時
期
の
日
本
｜
ス
ペ
イ
ン
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
関
係
史
に
つ
い
て
は
、
奈
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良
静
馬
氏
、
松
田
毅
一
氏
、
パ
ブ
ロ
・
パ
ス
テ
ル
ス
氏
、
フ
ア
ン
・
ヒ
ル
氏
な
ど
の
詳
細
な
研
究
が

44
あ
る
。
こ
こ
で
は
十
六
世
紀
末

に
お
け
る
ル
ソ
ン
｜
九
州
貿
易
の
展
開
過
程
を
、
岩
生
氏
な
ど
の
研
究
を
参
照
し
て
概
観
し
、
そ
れ
を
福
建
海
商
が
主
導
す
る
当
時

の
東
ア
ジ
ア
海
上
交
易
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。

福
建
｜
マ
ニ
ラ
｜
メ
キ
シ
コ
貿
易
が
、
一
五
七
〇
年
代
か
ら
し
だ
い
に
成
長
し
、
一
五
八
〇
年
代
に
急
成
長
し
た
の
に
対
し
、
ル

ソ
ン
と
九
州
を
結
ぶ
貿
易
が
安
定
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
五
八
〇
年
代
後
半
か
ら
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
前
節
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、
若
干
の
日
本
人
海
商
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
統
治
が
始
ま
る
以
前
か
ら
、
華
人
と
と
も
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
渡
航
し
て

い
た
。
一
五
六
七
年
に
は
、
日
本
人
は
華
人
と
と
も
に
ル
ソ
ン
島
な
ど
に
来
航
し
て
交
易
を
行
い
、
一
五
七
〇
年
に
は
マ
ニ
ラ
に
二

十
人
の
日
本
人
が
居
住
し
て
お
り
、
さ
ら
に
一
五
七
三
年
に
は
、
日
本
人
が
ル
ソ
ン
島
に
渡
航
し
て
、
中
国
か
ら
舶
載
さ
れ
た
生
糸

を
銀
で
購
入
し
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
一
五
七
五
年
に
も
、
日
本
船
が
毎
年
銀
を
積
載
し
て
ル
ソ
ン
島
に
来
航
し
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
産
の
金
と
交
易
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て

45
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
五
七
〇
年
代
中
期
ま
で
は
、
日
本
船
は
定
期
的
に
ル
ソ
ン

島
に
来
航
し
て
、
日
本
銀
と
生
糸
や
金
と
の
交
易
を
行
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
約
十
年
に
わ
た
っ
て
、
日
本
商
船
の
平
和

的
な
来
航
を
示
す
記
事
は
と
だ
え
る
。
そ
の
か
わ
り
、
こ
の
時
期
に
は
日
本
人
の
海
賊
が
、
ル
ソ
ン
島
北
部
の
カ
ガ
ヤ
ン
地
方
な
ど

を
し
ば
し
ば
襲
撃
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て

46
い
る
。
こ
う
し
た
海
賊
船
の
な
か
に
は
、
日
本
人
と
華
人
が
混
在
す
る
も
の
も
あ
り
、

一
五
六
〇
年
代
ま
で
中
国
東
南
沿
岸
を
襲
撃
し
た
倭
寇
集
団
の
流
れ
を
く
む
海
賊
勢
力
が
、
中
国
沿
岸
の
海
防
が
強
化
さ
れ
た
た
め

に
、
ル
ソ
ン
方
面
に
転
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
五
七
〇
年
代
か
ら
、
新
大
陸
銀
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
流
入
が
年
々
増
加
し
た

た
め
、
日
本
銀
に
対
す
る
需
要
が
低
下
し
、
そ
れ
ま
で
日
本
銀
を
輸
出
し
て
い
た
海
商
が
、
海
賊
的
活
動
に
転
じ
た
場
合
も
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
ス
ペ
イ
ン
人
の
日
本
渡
航
も
、
日
本
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
勢
力
範
囲
と
さ
れ
、
ま
た
宗
教
上
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
範
囲
と
さ

れ
て
い
た
た
め
稀
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
五
八
四
（
天
正
十
二
）
年
に
い
た
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ノ
会
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
修
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道
士
が
、
マ
ニ
ラ
を
出
航
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
乗
っ
て
平
戸
に
渡
来
し
た
。
平
戸
領
主
の
松
浦
氏
は
、
長
崎
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の

貿
易
を
展
開
し
て
い
る
大
村
氏
に
対
抗
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
貿
易
を
開
始
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
に
書
簡
を

送
り
、
修
好
を
求

47
め
た
。
つ
い
で
一
五
八
六
（
天
正
十
四
）
年
に
は
、
大
村
氏
も
小
麦
や
牛
馬
な
ど
の
商
品
を
積
ん
だ
船
を
ル
ソ
ン

島
に
派
遣
し
、
翌
年
に
も
松
浦
氏
が
マ
ニ
ラ
に
船
を
派
遣
し
て
、
そ
の
後
は
日
本
の
商
船
が
ほ
ぼ
毎
年
ル
ソ
ン
島
に
来
航
す
る
よ
う

に
な

48
っ
た
。

大
村
氏
や
松
浦
氏
の
派
遣
船
の
ほ
か
に
も
、
日
本
人
は
華
人
の
商
船
に
便
乗
す
る
な
ど
し
て
、
マ
ニ
ラ
に
渡
航
し
て
い
た
と
思
わ

れ
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
マ
ニ
ラ
に
お
い
て
日
本
人
商
人
が
交
易
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
あ
ら
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
一
五

八
六
年
、
マ
ニ
ラ
の
市
民
会
議
は
、「
華
人
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
・
日
本
人
・
シ
ャ
ム
人
・
ボ
ル
ネ
オ
人
な
ど
、
外
地
か
ら
こ
の
諸
島
の

港
に
渡
来
す
る
者
に
は
、
い
か
な
る
税
も
賦
課
し
な
い
」
こ
と
を
要
請
し
て

49
い
る
。
ま
た
同
年
、
マ
ニ
ラ
市
参
事
会
が
フ
ェ
リ
ペ
二

世
に
送
っ
た
報
告
に
も
、「
こ
の
二
年
間
、
日
本
・
マ
カ
オ
・
シ
ャ
ム
な
ど
か
ら
の
商
品
を
積
ん
だ
商
人
が
、
交
易
の
た
め
当
市
に
や
っ

て
く
る
。
…
…
彼
ら
は
自
分
の
国
々
か
ら
当
地
へ
、
金
・
蜜
蠟
・
綿
・
染
料
用
木
材
・
小
貝

な
ど
を
運
ん
で
く
る
。
…
…
彼
ら
は

こ
こ
へ
、
今
や
ご
く
普
通
に
み
ら
れ
る
絹
類

絵
柄
の
あ
る
サ
テ
ン
・
黒
色
ま
た
は
彩
色
の
ダ
マ
ス
ク
・
金
襴
な
ど
の
織
物

を

も
た
ら
し
、
ま
た
大
量
の
白
色
・
黒
色
の
綿
布
、
お
よ
び
﹇
華
人
が
輸
出
す
る
の
と
同
じ
﹈
上
述
の
食
料
品
を
も
た
ら

50
す
」
と
あ
る
。

こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
た
商
品
は
、
東
南
ア
ジ
ア
産
品
と
中
国
産
の
絹
や
綿
布
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
日
本
船
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
輸
出
し

た
の
は
、
主
と
し
て
小
麦
を
は
じ
め
と
す
る
食
料
品
と
、
硫
黄
な
ど
の
軍
需
品
で
あ
っ
た
。
当
時
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
人
口
増
加

や
軍
事
活
動
に
よ
り
、
食
料
品
や
軍
需
品
が
不
足
し
て
お
り
、
日
本
船
は
ま
ず
こ
う
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
で
の
消
費
物
資
を
輸
出

し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
五
九
〇
年
代
初
頭
ま
で
、「
日
本
の
船
が
長
崎
の
港
か
ら
小
麦
粉
や
そ
の
他
の
商
品
を
積
ん
で
マ
ニ
ラ
に
来
航
し
、

そ
こ
で
歓
迎
さ
れ
好
遇
さ
れ
て
い

51た

。
こ
う
し
た
日
本
人
海
商
の
な
か
に
、
連
年
マ
ニ
ラ
に
渡
航
し
て
い
た
原
田
喜
右
衛
門
と
い
う
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商
人
が
い
た
。
彼
は
豊
臣
秀
吉
の
外
交
ブ
レ
ー

ン
の
一
人
で
あ
っ
た
長
谷
川
宗
仁
を
介
し
て
秀

吉
に
近
づ
い
た
。
こ
の
こ
ろ
秀
吉
は
朝
鮮
侵
略

の
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
原
田
の
進
言
に
よ

り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
ダ
ス
マ
リ
ー
ニ
ャ
ス
に

日
本
へ
の
服
属
を
要
求
す
る
書
簡
を
送
る
こ
と

に
な
る
。
一
五
九
二
（
天
正
二
十
）
年
五
月
、

原
田
喜
右
衛
門
の
配
下
の
原
田
孫
七
郎
が
マ
ニ

ラ
に
渡
来
し
、
秀
吉
の
書
簡
を
も
た
ら
し
た
。

こ
の
書
簡
を
受
け
た
ダ
ス
マ
リ
ー
ニ
ャ
ス
は
、

日
本
の
侵
攻
に
対
す
る
防
備
を
固
め
る
と
と
も

に
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
の
フ
ア
ン
・
コ
ボ
を
日
本

に
派
遣
す
る
。
コ
ボ
は
名
護
屋
で
秀
吉
と
会
見

し
て
、
原
田
喜
右
衛
門
と
と
も
に
帰
航
の
途
に

つ
い
た
が
、
コ
ボ
の
乗
船
は
途
中
で
遭
難
し
、

原
田
だ
け
が
翌
九
三
（
文
禄
二
）
年
に
マ
ニ
ラ

に
到
着

52
し
た
。

そ
こ
で
ダ
ス
マ
リ
ー
ニ
ャ
ス
は
、
あ
ら
た
め
て
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
の
ペ
ド
ゥ
ロ
・
バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
を
原
田
と
と
も
に
日
本
に
派

遣
す
る
。
翌
年
に
は
原
田
喜
右
衛
門
が
マ
ニ
ラ
に
戻
り
、
秀
吉
の
書
簡
を
届
け
た
。
秀
吉
は
こ
の
書
簡
で
、
か
さ
ね
て
日
本
へ
の
服

表２ 16世紀末、マニラへの日本船来航数・日本人居留者数

日本船来航数 日本人居留者数

日本人20人居留1570

1586 １：長崎の大村船

２：シャム渡航船など1589

1587 ２：平戸の松浦船など

２：原田孫七郎船など1592

1593 ３？：原田喜右衛門船など 日本人300-400名居留

１：原田船1591

1590 １：原田喜右衛門船

９：他に海賊船７隻【７】1599

1600 ５？：山下七左衛門船など【５】

２：薩摩船・家康使節船【３】1602

1601 ５？：薩摩船など【４】

日本人大多数追放【１：加藤清正船】1597

1598【２】

日本人1000名居留1595

1594 ３：薩摩船３隻など【４？】

1603【８】 日本人500名居留

［出典］日本船来航数：岩生成一『南洋日本町の研究』276-177頁
【 】内はフアン・ヒル『イダルゴとサムライ』43-89頁所引の関税記録
マニラの日本人数：『南洋日本町の研究』257頁
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属
を
求
め
な
が
ら
も
、「
そ
の
国
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
の
如
き
は
、
ま
た
諸
将
は
将
に
航
海
し
て
こ
れ
を
伐
た
ん
と
欲
す
る
も
、
原
田
は

﹇
長
谷
川
﹈宗
仁
法
眼
を
介
し
て
懇
求
し
、『
年
々
商
船
の
往
来
あ
り
、
猛
将
に
命
じ
て
楼
船
を
泛
べ
ざ
る
と
雖
も
、
太
守
は
必
ず
や
来

享
せ
ん
』
と
曰
う
。
故
を
以
て
先
ず
は
干
戈
を
止
む
」
と
も
述
べ
て

53
い
る
。
原
田
の
懇
願
に
よ
り
、
毎
年
日
本
船
が
ル
ソ
ン
に
渡
航

し
て
い
る
こ
と
を

慮
し
、
ひ
と
ま
ず
出
兵
を
見
あ
わ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
こ
ろ
に
は
朝
鮮
侵
略
も
行
き
詰

ま
っ
て
お
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
出
兵
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
り
、
服
属
要
求
も
や
が
て
立
ち
消
え
と
な
っ
た
。

上
記
の
秀
吉
の
書
簡
に
、「
年
々
商
船
の
往
来
あ
り
」と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
政
治
的
緊
張
が
つ
づ
い
た
一
五
九

〇
年
代
前
半
に
も
、
毎
年
数
艘
の
日
本
船
が
マ
ニ
ラ
に
入
港
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
五
九
三
年
に
原
田
を
乗
せ
て
マ
ニ

ラ
に
至
っ
た
船
に
も
、
多
く
の
商
人
が
商
品
を
持
っ
て
乗
り
こ
ん
で
い
た
。
マ
ニ
ラ
会
計
院
の
関
税
徴
収
記
録
か
ら
も
、
一
五
九
四

年
に
数
隻
の
日
本
商
船
か
ら
関
税
を
徴
収
し
た
こ
と
が
わ

54
か
る
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
ル
ソ
ン
か
ら
の
貿
易
船
が
、
茶
器
と
し
て
珍
重
さ

れ
た
「
る
そ
ん
壺
」
を
多
数
も
た
ら
し
、
秀
吉
は
じ
め
諸
大
名
が
高
値
で
争
っ
て
購
入
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

55
い
る
。
マ
ニ
ラ

に
居
留
す
る
日
本
人
も
、
九
三
年
に
は
三
〜
四
百
人
、
九
五
年
に
は
約
千
名
に
達

56
し
た
。

一
五
九
五
（
文
禄
四
）
年
、
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
の
ジ
ェ
ロ
ニ
モ
・
デ
・
ジ
ェ
ズ
ー
ス
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

総
督
に
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。「
日
本
の
船
が
度
々
マ
ニ
ラ
へ
行
っ
て
生
糸
や
そ
の
他
の
商
品
を
も
っ
て
来
る
た
め
に
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
の
運
ん
で
く
る
品
物
の
値
が
下
が
る
の
を
見
て
、
マ
カ
オ
の
人
々
は
こ
れ
を
妨
げ
よ
う
と
努
め
、
国
王
陛
下
に
懇
願
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
シ
ナ
へ
行
く
と
す
ぐ
殺
さ
れ
る
の
で
、
シ
ナ
に
は
行
か
な
い
で
、
約
束
さ
れ
た
平
和
を
乱
さ
ぬ
よ
う

に
、
正
当
な
道
理
に
よ
っ
て
閣
下
が
歓
迎
す
る
マ
ニ
ラ
に
行
く
の
で
あ
り
ま

57す

。
こ
の
よ
う
に
一
五
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
マ
ニ
ラ

は
生
糸
な
ど
の
中
国
産
品
の
日
本
へ
の
中
継
港
と
し
て
の
機
能
も
は
た
す
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
九
州
と
マ
ニ
ラ
を
結
ぶ
航
路
は
、

マ
ニ
ラ
｜
マ
カ
オ
航
路
の
迂
回
ル
ー
ト
と
し
て
の
役
割
も
は
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
五
八
〇
年
代
の
中
ご
ろ
か
ら
、
マ
カ
オ
の
ポ

ル
ト
ガ
ル
船
が
マ
ニ
ラ
に
入
港
し
は
じ
め
、
中
国
商
品
と
新
大
陸
銀
を
交
易
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ス
ペ
イ
ン
人
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

十
六
世
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福
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と
の
利
害
の
も
つ
れ
か
ら
、
一
五
九
二
年
か
ら
十
年
ち
か
く
に
わ
た
っ
て
マ
カ
オ
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
は
断
絶
す
る
。
こ
の
た
め
ポ
ル
ト

ガ
ル
人
は
、
マ
カ
オ
か
ら
長
崎
な
ど
を
経
由
し
て
マ
ニ
ラ
と
交
易
を
行
う
よ
う
に

58
な
り
、
マ
カ
オ
｜
九
州
｜
マ
ニ
ラ
を
結
ぶ
航
路
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
中
国
大
陸
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
往
来
す
る
た
め
の
代
替
航
路
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
五
九
六
（
文
禄
五
）
年
、
秀
吉
が
土
佐
に
漂
着
し
た
ガ
レ
オ
ン
船
サ
ン
・
フ
ェ
リ
ペ
号
の
積
荷
を
没
収
し
、
翌
九
七

（
慶
長
二
）年
に
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
と
日
本
人
信
徒
二
十
六
名
を
長
崎
で
処
刑
し
た
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
日
本
の
関
係
は
ふ

た
た
び
緊
迫
し
、
マ
ニ
ラ
に
居
留
す
る
日
本
人
の
多
く
が
国
外
に
追
放
さ

59
れ
た
。
し
か
し
九
七
〜
九
八
年
に
も
、
数
隻
の
日
本
船
が

マ
ニ
ラ
に
来
航
し
て

60
お
り
、
こ
の
ほ
か
中
国
船
に
便
乗
す
る
な
ど
し
て
渡
来
し
た
日
本
人
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
九
八
年
、

マ
ニ
ラ
の
司
法
行
政
院
審
議
官
で
あ
っ
た
ア
ン
ト
ニ
オ
・
デ
・
モ
ル
ガ
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
来
航
し
た
日
本
人
は
す
み
や
か
に
帰
国

さ
せ
、
定
住
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
日
本
人
が
さ
か
ん
に
中
国
産
の
絹
を
買
い
つ
け
、
絹
の
価
格

上
昇
を
招
い
て
い
る
た
め
、
ス
ペ
イ
ン
人
が
買
い
終
わ
る
ま
で
、
日
本
人
に
絹
の
購
入
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
と
も
提
言
し
、
ま
た

日
本
人
や
華
人
が
日
本
向
け
の
鹿
皮
を
乱
獲
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
モ
ル
ガ
も
、
日
本
船
が
も
た
ら
す
小
麦
粉
・

ビ
ス
ケ
ッ
ト
・
蜜
蠟
な
ど
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
か

61
っ
た
。

さ
ら
に
一
五
九
九
年
に
な
る
と
、
総
督
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
テ
リ
ョ
は
国
王
フ
ェ
リ
ペ
三
世
に
対
し
、「（
日
本
船
は
）
以
前
は
つ
ね
づ

ね
二
・
三
隻
が
来
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
今
年
は
七
隻
の
海
賊
船
が
現
れ
て
か
な
り
の
被
害
を
あ
た
え
、
更
に
こ
の
四
か
月
間
に
、

九
隻
の
商
船
が
マ
ニ
ラ
に
入
港
し
た
」
と
報
告
し
て
お
り
、
日
本
船
の
来
航
は
商
船
・
海
賊
船
と
も
に
急
増

62
し
た
。
前
年
の
秀
吉
の

死
の
た
め
、
九
州
の
大
名
や
海
上
勢
力
に
対
す
る
統
制
が
ゆ
る
ん
だ
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
テ
リ
ョ
は
日
本
に
書
簡
を
送
り
、
海

賊
の
取
り
締
ま
り
を
求
め
る
と
と
も
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
渡
航
す
る
日
本
船
を
三
隻
以
内
に
抑
え
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
こ
れ
に
対

し
五
大
老
筆
頭
で
あ
っ
た
徳
川
家
康
は
、
海
賊
の
禁
圧
を
強
化
し
た
こ
と
を
総
督
に
伝
え
て

63
い
る
。
た
だ
し
マ
ニ
ラ
会
計
院
の
記
録

に
よ
れ
ば
、
一
六
〇
〇
年
に
は
五
隻
、
〇
一
年
に
は
四
隻
、
〇
二
年
に
は
三
隻
の
日
本
船
が
マ
ニ
ラ
に
来
航
し
て
関
税
を
納
め
、
〇
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三
年
に
は
八
隻
が
来
航
し
て
、
う
ち
六
隻
が
関
税
を
納
め
て

64
お
り
、
年
三
隻
以
内
と
い
う
制
限
は
あ
ま
り
守
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

一
六
〇
〇
年
ご
ろ
の
マ
ニ
ラ
に
お
け
る
日
本
人
の
貿
易
活
動
は
、
モ
ル
ガ
の
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
誌
』
に
活
写
さ
れ
て
い
る
。
著

名
な
史
料
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
概
要
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
日
本
か
ら
は
日
本
商
人
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
の
帆
船
が
、

十
月
末
と
三
月
頃
の
北
風
に
乗
っ
て
マ
ニ
ラ
に
来
航
す
る
。
彼
ら
は
マ
ニ
ラ
の
必
需
品
で
あ
る
小
麦
粉
や
乾
肉
、
絹
、
屛
風
な
ど
の

工
芸
品
、
刀
剣
な
ど
の
武
器
、
果
物
や
マ
グ
ロ
の
塩
漬
け
な
ど
の
食
料
品
な
ど
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
ら
の
商
品
の
大
部
分
は
フ
ィ
リ

ピ
ン
で
消
費
さ
れ
る
が
、
一
部
は
メ
キ
シ
コ
に
も
輸
出
さ
れ
る
。
支
払
い
は
一
般
に
レ
ア
ル
銀
貨
で
行
わ
れ
る
が
、
日
本
で
は
銀
が

と
れ
る
の
で
、
日
本
人
は
華
人
ほ
ど
銀
を
求
め
ず
、
む
し
ろ
多
量
の
日
本
銀
を
商
品
と
し
て
も
た
ら
し
、
比
較
的
安
い
値
段
で
売
る
。

こ
れ
ら
の
帆
船
は
六
〜
七
月
の
南
西
風
で
日
本
に
帰
る
。
マ
ニ
ラ
か
ら
は
中
国
産
の
生
糸
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
産
の
金
・
鹿
皮
・
蘇
木
、

ス
ペ
イ
ン
産
の
葡
萄
酒
や
工
芸
品
を
舶
載
し
て
ゆ
く
と
い
う
。
マ
ニ
ラ
に
居
留
す
る
日
本
人
は
多
い
時
で
約
五
百
人
で
あ
り
、
交
易

が
終
わ
れ
ば
帰
国
す
る
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で

65
あ
る
。こ
の
よ
う
に
一
五
九
〇
年
代
か
ら
一
六
〇
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、九
州
｜
マ

ニ
ラ
貿
易
は
政
治
的
緊
張
に
よ
る
曲
折
は
あ
り
な
が
ら
も
、
し
だ
い
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
に
中
国
船
は
、
毎
年
少
な
く

と
も
十
数
隻
、
多
け
れ
ば
四
十
隻
が
マ
ニ
ラ
に
入
港
し
て
お
り
、
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
九
州
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
は
ず
っ
と
小
規
模
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
メ
キ
シ
コ
｜
マ
ニ
ラ
｜
福
建
貿
易
の
い
わ
ば
支
線
と
し
て
、
一
定
の
役
割
を
果
た
し
、
か
つ
し
だ
い
に
拡
大

し
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

日
本
人
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
渡
航
と
中
国
帆
船

上
述
の
よ
う
に
、
十
六
世
紀
末
に
は
毎
年
数
隻
の
日
本
船
が
マ
ニ
ラ
に
来
航
し
、
マ
ニ
ラ
に
居
留
す
る
日
本
人
も
増
加
し
て
日
本

町
も
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
史
料
に
現
れ
る
「
日
本
船
」
は
、
必
ず
し
も
日
本
人
が
建
造
し
、
日
本
人
海
商
が
所
有
し
、
日
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本
人
船
員
が
操
船
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
で
建
造
さ
れ
た
帆
船
も
、
九
州
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
間
を

往
来
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
日
本
型
の
帆
船
は
、
必
ず
し
も
安
全
な
外
洋
航
海
に
は
適
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
鄭
若
曽『
籌

海
図
編
』（
一
五
六
三
﹇
嘉
靖
四
十
二
﹈
年
成
立
）
に
は
、
日
本
船
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

日
本
の
造
船
は
、
中
国
と
異
な
る
。
…
…
そ
の
形
は
卑
隘
に
し
て
、
巨
艦
に
遇
わ
ば
、
仰
攻
し
難
く
、

沈
に
苦
し
む
。
…
…

そ
の
底
は
平
ら
に
し
て
、
浪
を
破
る
能
わ
ず
、
そ
の
布
帆
は

の
正
中
に
懸
け
、
中
国
の
偏
な
る
に
似
ず
。

機
は
常
活
に
し

て
、
中
国
の
定
ま
り
た
る
に
似
ず
。
惟
だ
順
風
に
使
す
べ
く
、
若
し
無
風
・
逆
風
に
遇
わ
ば
、
皆
な

を
倒
し
櫓
を
盪
ぎ
、
転

す
る
能
わ
ず
。
故
に
倭
船
の
過
洋
す
る
に
は
、
月
余
に
非
ざ
れ
ば
可
な

66
ら
ず
。

こ
こ
で
い
う
「
倭
船
」
は
、
後
期
倭
寇
の
用
い
た
船
を
指
し
て
い
る
が
、
船
形
は
小
さ
く
、
巨
艦
に
は
敵
し
が
た
い
。
ま
た
船
底
は

平
ら
で
、
波
を
割
っ
て
進
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
帆
は
マ
ス
ト
の
中
央
に
掛
け
、
マ
ス
ト
は
固
定
さ
れ
ず
、
中
国
船
が
帆
を
片

寄
せ
て
掛
け
、
マ
ス
ト
を
固
定
し
て
い
る
の
と
は
異
な
る
。
順
風
で
あ
れ
ば
良
い
が
、
無
風
・
逆
風
の
時
に
は
、
マ
ス
ト
を
倒
し
て

オ
ー
ル
で
漕
ぎ
、
波
に
逆
ら
っ
て
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
倭
船
が
東
シ
ナ
海
を
渡
る
に
は
一
月
以
上
か
か
る
と
い
う
。

十
六
世
紀
末
に
も
、
こ
の
種
の
日
本
船
が
な
お
九
州
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
間
を
航
海
し
て
い
た
よ
う
だ
。
一
六
〇
〇
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
世

界
周
航
艦
隊
が
ル
ソ
ン
島
西
岸
で
拿
捕
し
た
日
本
船
は
、
総
ト
ン
数
一
一
〇
ト
ン
の
大
型
船
で
あ
っ
た
が
、
は
し
け
船
の
よ
う
に
平

底
で
、
帆
は
漁
船
の
よ
う
に
蘆
と
木
の
皮
で
編
ん
だ
網
代
で
あ
っ
た
と

67
い
う
。
九
州
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
間
の
航
路
は
、
中
間
に
島
々
も

多
く
、
季
節
風
を
利
用
す
れ
ば
比
較
的
安
全
に
航
海
で
き
た
の
で
、
こ
う
し
た
平
底
の
帆
船
で
も
渡
航
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
南
シ
ナ
海
を
渡
っ
て
大
規
模
な
貿
易
を
行
う
た
め
に
は
、
や
は
り
キ
ー
ル
（
龍
骨
）
を
備
え
た
中
国
式
の
大
型
ジ
ャ
ン
ク

を
利
用
し
た
方
が
有
利
で
あ
っ
た
。
李
言
恭
『
日
本

』（
一
五
九
〇
年
代
前
半
刊
）
で
は
、
日
本
海
商
の
「
出
海
通
番
」
つ
ま
り
東

南
ア
ジ
ア
な
ど
へ
の
渡
航
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

常
に
唐
人
の
幾
千
金
を
用
い
て
、
精
巧
な
る
木
匠
に
至
大
の
船
を
造
ら
し
む
る
あ
り
。
名
づ
け
て
船
主
と
曰
う
。
但
だ
各
国
の

福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜

十
六
世
紀
末
の

二

貿

九
州

易

七
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客
商
の
下
海
通
番
す
る
に
は
、
本
銀
一
万
あ
ら
ば
、
先
ず
船
価
二
千
を

68
償
う
。

日
本
で
は
華
人
が
数
千
両
を
用
い
て
大
型
船
を
建
造
さ
せ
て
お
り
、
彼
ら
を
「
船
主
」
と
呼
ん
だ
。
日
本
人
海
商
が
東
南
ア
ジ
ア
方

面
に
出
航
す
る
に
は
、
資
本
金
が
一
万
両
あ
れ
ば
、
ま
ず
二
千
両
を
船
の
使
用
料
と
し
て「
船
主
」に
支
払
っ
た
の
だ
と
い
う
。
フ
ィ

リ
ピ
ン
に
渡
来
し
た
日
本
人
商
人
の
な
か
に
も
、
こ
の
よ
う
に
華
人「
船
主
」の
経
営
す
る
貿
易
船
に
同
乗
し
た
者
が
少
な
く
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
日
本
の
大
名
や
海
商
が
、
中
国
船
（
唐
船
）
を
購
入
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
渡
航
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
加
藤
清

正
は
、
一
五
九
〇
年
代
に
「
唐
船
」
を
購
入
し
、
ル
ソ
ン
貿
易
を
行
う
こ
と
を
計
画
し
て

69
い
る
。
ま
た
薩
摩
の
海
商
鳥
原
宗
安
は
、

一
六
〇
〇
（
慶
長
五
）
年
に
朝
鮮
で
捕
虜
と
な
っ
た
明
の
武
官
を
送
還
す
る
た
め
中
国
に
渡
っ
た
が
、
乗
船
が
破
損
し
た
た
め
、
福

州
で
小
型
船
を
建
造
し
て
帰
国
し
た
。
の
ち
薩
摩
や
筑
後
の
海
商
が
、
こ
の
「
唐
舟
」
を
借
り
う
け
て
ル
ソ
ン
や
安
南
に
渡
航
し
て

70
い
る
。
さ
ら
に
一
六
〇
三
（
慶
長
八
）
年
以
降
、
角
倉
氏
の
朱
印
船
に
乗
っ
て
安
南
や
ル
ソ
ン
に
渡
航
し
た
朝
鮮
人
の
趙
完
璧
も
、

「
倭
舟
は
小
さ
く
、
大
海
を
駕
す
る
能
わ
ず
。
白
金
八
十
両
を
以
て
唐
船
を
購
う
。
船
中
の
人
は
共
に
一
百
八
十
名
、
唐
人
の
海
程
に

慣
習
せ
る
者
を

主
と
為
す
」
と
、
銀
八
十
両
で
中
国
船
を
買
い
、
航
海
長
も
華
人
で
あ
っ
た
と
述
べ
て

71
い
る
。

さ
ら
に
当
時
の
日
本
人
の
航
海
技
術
は
、
外
洋
を
渡
る
に
は
不
十
分
で
あ
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
渡
航
に
も
華
人
の
航
海
士
を
任

用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
一
五
九
三
年
に
原
田
喜
右
衛
門
が
マ
ニ
ラ
に
来
航
し
た
際
の
操
舵
手
や
パ
イ
ロ
ッ
ト
も
華
人
で

あ
り
、
彼
ら
は
「
来
年
も
日
本
人
は
マ
ニ
ラ
に
来
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
際
に
は
私
た
ち
に
彼
ら
を
マ
ニ
ラ
ま
で
乗
せ
て
ゆ
く
こ
と
を

強
要
す
る
だ
ろ
う
。
で
き
れ
ば
（
日
本
に
戻
ら
ず
）
マ
ニ
ラ
に
残
り
、
中
国
へ
と
帰
り
た
い
」
と
述
べ
て

72
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら

の
船
員
は
、か
ね
て
九
州
と
マ
ニ
ラ
を
往
復
す
る
貿
易
船
の
操
船
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。ま
た
一
五
九
九
年
の
総
督
テ
リ
ョ

の
軍
務
報
告
に
も
、
日
本
人
海
賊
が
中
国
人
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
船
員
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

73
い
る
。

総
じ
て
一
六
〇
〇
年
前
後
ま
で
、
貿
易
船
・
海
賊
船
・
軍
船
を
問
わ
ず
、
日
本
人
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
安
定
的
に
大
型
船
を
派
遣
で

十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
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貿
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き
る
だ
け
の
、
造
船
・
航
海
技
術
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
一
五
九
二
年
、
日
本
か
ら
マ
ニ
ラ
に
来
航
し
た
イ
タ

リ
ア
人
マ
ル
コ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
は
、
秀
吉
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
侵
攻
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

秀
吉
は
）征
服
の
目
的
地
は
朝
鮮
で
あ
る
と
表
明
し
て
…
…
実
際
に
は
当
地﹇
マ
ニ
ラ
﹈を
襲
撃
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
…
…

彼
は
そ
れ
を
（
艦
隊
の
）
出
航
間
際
ま
で
秘
し
て
お
き
、
ま
ず
事
情
を
確
か
め
る
た
め
に
当
地
に
何
れ
か
の
船
を
寄
こ
す
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
て
出
航
の
二
時
間
前
に
、
彼
の
地
で
商
品
を
積
み
こ
ん
で
出
帆
し
よ
う
と
し
て
い
る
シ
ナ
の
船
の
積
荷
を
降
ろ

す
よ
う
に
国
王
﹇
秀
吉
﹈
が
命
じ
、
こ
れ
ら
の
船
を
没
収
し
て
兵
士
と
武
器
を
積
載
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り

74
う
る
。

秀
吉
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
侵
攻
の
た
め
、
日
本
に
停
泊
し
て
い
る
中
国
船
を
強
制
徴
発
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
一

五
九
八
年
の
総
督
テ
リ
ョ
の
国
王
宛
書
簡
に
も
、「
日
本
人
は
海
洋
民
族
で
は
な
い
か
ら
船
に
つ
い
て
は
困
難
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

当
地
に
来
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
る
」
と

75
あ
る
。
同
様
に
一
六
〇
二
年
、
徳
川
家
康
が
日
本
か
ら
メ
キ
シ
コ
に
渡
る
船
を
建
造
す

る
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
技
師
と
職
人
の
派
遣
を
要
請
し
た
際
に
も
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
モ
ル
ガ
は
「
フ
ィ
リ
ピ
ナ
ス
諸
島
が
常
に
日

本
と
の
関
係
に
お
い
て
持
っ
て
来
た
最
大
の
安
全
性
は
日
本
人
が
帆
船
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
航
海
に
も
通
じ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

り
」、日
本
人
に
造
船
技
術
を
教
え
る
こ
と
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
安
全
を
脅
か
す
、と
述
べ
て

76
い
る
。さ
ら
に
一
六
〇
五
年
の
総
督
ア
ク
ー

ニ
ャ
の
国
王
宛
書
簡
に
も
、「
日
本
人
が
自
分
た
ち
の
島
か
ら
出
か
け
ず
、
他
国
の
征
服
に
向
か
わ
な
い
の
は
航
海
術
に
無
知
で
あ
る

の
が
主
因
で
あ
る
。
当
地
に
（
日
本
人
が
）
来
る
（
こ
と
が
で
き
る
）
の
は
、
中
国
人
は
彼
ら
の
公
然
た
る
敵
な
が
ら
水
先
案
内
人

に
使
え
る
か
ら
だ
」
と

77
あ
る
。

十
七
世
紀
に
は
朱
印
船
貿
易
の
発
展
に
と
も
な
い
、
日
本
で
も
外
洋
航
海
向
け
の
大
型
帆
船
が
建
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
航
海

技
術
も
し
だ
い
に
進
歩
し
て

78
ゆ
く
。
し
か
し
十
六
世
紀
末
の
段
階
で
は
、
日
本
人
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
遠
洋
に
航
海
す
る
場
合
は
、

し
ば
し
ば
中
国
人
の
経
営
す
る
貿
易
船
に
便
乗
し
た
り
、
中
国
人
が
建
造
し
た
船
を
購
入
ま
た
は
租
借
し
て
い
た
よ
う
だ
。
多
く
の

同
時
代
人
の
証
言
が
示
す
よ
う
に
、
日
本
の
造
船
技
術
・
航
海
技
術
は
と
も
に
未
成
熟
で
あ
り
、
貿
易
船
・
海
賊
船
を
問
わ
ず
、
華

十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易
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人
の
海
商
や
航
海
士
に
依
存
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

九
州
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
と
福
建
海
商

日
本
海
商
に
よ
る
九
州
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
は
、
す
で
に
東
南
ア
ジ
ア
全
域
に
活
動
の
場
を
広
げ
て
い
た
、
華
人
海
商
の
造
船
・
航
海

技
術
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
九
州
｜
マ
ニ
ラ
間
の
貿
易
活
動
自
体
も
、
日
本
海
商
と
な
ら
ん
で
、
場

合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
上
に
、
福
建
南
部
を
本
拠
と
す
る
華
人
海
商
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
明
朝
か
ら
み
れ

ば
、
彼
ら
は
日
本
へ
の
渡
航
を
禁
じ
た
国
法
を
破
っ
て
九
州
に
渡
航
し
た
密
貿
易
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
彼
ら
の
実
態
を
示
す
史

料
は
乏
し
く
、
わ
ず
か
に
官
僚
や
士
大
夫
に
よ
る
、
そ
の
活
動
を
禁
圧
・
非
難
す
る
立
場
か
ら
の
言
説
が
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
中
国
史
料
に
く
わ
え
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
日
本
の
史
料
に
散
在
す
る
、
華
人
海
商
の
九
州
｜
マ
ニ
ラ
貿
易
に

関
す
る
記
録
に
よ
り
、
十
六
世
紀
末
に
お
け
る
そ
の
実
態
を
概
観
し
て
み
た
い
。

一
五
六
〇
年
代
末
に
海
禁
が
緩
和
さ
れ
て
か
ら
、福
建
海
商
は
マ
ニ
ラ
を
は
じ
め
フ
ィ
リ
ピ
ン
各
地
へ
活
発
に
渡
航
し
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
五
九
二
（
万
暦
二
十
）
年
に
、
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
が
は
じ
ま
る
と
、
明
朝
は
海
防
強
化
の
た
め
、
ふ
た
た
び
商
船
の
海

外
渡
航
を
全
面
的
に
禁
じ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
禁
令
は
、
福
建
の
官
民
の
強
力
な
反
対
も
あ
っ
て
、
翌
一
五
九
三
（
万
暦
二
十
一
）

年
に
解
除
さ
れ
た
が
、
民
間
商
船
の
海
外
渡
航
を
再
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
福
建
巡
撫
の
許
孚
遠
は
、
海
上
貿
易
に
関
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
禁
止
事
項
を
再
確
認
し
、
あ
ら
た
な
規
定
も
く
わ
え
た
「
海
禁
条
約
」
を
公
布
し
た
。
そ
の
際
、
東
南
ア
ジ
ア
各
地
へ
の
渡
航

を
許
可
す
る
商
船
の
数
は
、
一
年
間
に
八
十
八
隻
か
ら
百
隻
に
増
や
さ
れ
た
が
、
む
ろ
ん
日
本
へ
の
渡
航
や
、
軍
需
品
の
輸
出
は
厳

禁
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
「
海
禁
条
約
」
に
よ
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
に
赴
く
商
船
は
、
中
国
産
の
生
糸
・
絹
・
綿
布
・
磁
器
・
食

品
・
雑
貨
な
ど
を
輸
出
し
、
ル
ソ
ン
か
ら
は
銀
貨
を
、
他
の
諸
国
か
ら
は
多
様
な
香
辛
料
や
薬
材
な
ど
を
輸
入
し
て
い
た
。
こ
れ
に

十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
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対
し
日
本
に
密
航
す
る
商
船
は
、
し
ば
し
ば
軍
需
品
な
ど
を
積
み
こ
ん
で
出
港
し
、
ほ
と
ん
ど
日
本
銀
だ
け
を
積
ん
で
帰
港
し
、
他

に
は
若
干
の
日
本
刀
な
ど
を
輸
入
す
る
だ
け
だ
っ
た
と

79
い
う
。

な
お
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
に
渡
航
し
た
海
商
が
、
さ
ら
に
日
本
に
密
航
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、「
東
洋
」に
渡
航
し
た
商
船
が
、
海

外
で
越
冬
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
（
圧
冬
の

80禁

。「
海
禁
条
約
」
で
も
、「
東
洋
」
に
向
か
う
商
船
は
、
初
春
に

州
海
澄
県

を
出
港
し
て
、
五
月
ま
で
に
は
帰
港
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
、
渡
航
証
明
書
の
交
付
は
旧
暦
二
月
ま
で
、
海
澄
か
ら
の
出
航
は
三

月
ま
で
に
制
限
し
て
い
る
。
た
だ
し
実
際
に
は
、
マ
ニ
ラ
に
渡
航
し
た
華
人
は
し
ば
し
ば
現
地
で
越
冬
し
、
そ
の
ま
ま
パ
リ
ア
ン
な

ど
に
定
住
す
る
者
も
多
か
っ
た
。
一
五
九
四
（
万
暦
二
十
二
）
年
に
は
、
許
孚
遠
は
マ
ニ
ラ
在
住
の
華
人
に
対
し
、
今
回
に
限
っ
て

越
冬
の
罪
を
問
わ
ず
帰
国
を
許
す
こ
と
を
告
げ
、
こ
の
結
果
マ
ニ
ラ
に
居
留
し
て
い
た
一
万
名
の
華
人
の
約
半
分
が
帰
国
し
た
と

81
い
う
。
し
か
し
そ
の
後
も
マ
ニ
ラ
に
渡
航
し
た
ま
ま
越
冬
・
定
住
す
る
華
人
は
多
く
、
華
人
居
留
者
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
た
こ

と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

華
人
商
船
は
、
お
お
む
ね
新
暦
三
月
に

州
な
ど
を
出
港
し
、
十
五
日
か
ら
二
十
日
で
マ
ニ
ラ
に
入
港
し
、
商
品
を
売
却
し
て
、

五
月
末
か
ら
六
月
上
旬
に
か
け
て
、
南
南
西
の
季
節
風
に
よ
っ
て
帰
国
し
た
。
そ
し
て
六
月
末
に
は
、
中
国
商
品
を
積
載
し
た
ガ
レ

オ
ン
船
が
、
マ
ニ
ラ
を
出
港
し
て
メ
キ
シ
コ
に
向
か
う
。
一
方
日
本
船
は
、
新
暦
三
月
ま
た
は
十
月
末
の
北
風
に
乗
っ
て
マ
ニ
ラ
に

来
港
し
、
六
〜
七
月
の
南
西
風
に
乗
っ
て
帰
国

82
し
た
。
華
人
海
商
は
、
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
マ
ニ
ラ
に
滞
在
し
て
、
ス
ペ
イ
ン

人
や
日
本
人
と
交
易
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
後
も
帰
国
し
な
け
れ
ば
、
六
〜
七
月
の
季
節
風
に
よ
っ
て
九
州
に
渡
航
す
る
こ
と
も
で

き
た
。
そ
し
て
九
州
で
交
易
を
行
い
、
十
月
末
の
北
風
に
乗
れ
ば
マ
ニ
ラ
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
九
月
ご
ろ
の
東
北
風
を
利
用

す
れ
ば
、
福
建
に
帰
国
す
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
っ
た
。
マ
ニ
ラ
｜
九
州
間
は
順
風
で
あ
れ
ば
二
十
日
ほ
ど
で
航
海
で
き
、
途
中
に

島
々
も
多
か
っ
た

83
の
で
、
華
人
海
商
に
と
っ
て
マ
ニ
ラ
と
九
州
を
往
復
す
る
の
は
さ
ほ
ど
難
し
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
実
際
に
、
一
五
九
〇
年
代
に
は
華
人
海
商
が
九
州
と
マ
ニ
ラ
を
往
来
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
一
九
九
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二
年
四
月
に
マ
ニ
ラ
に
入
港
し
た
日
本
船
の
船
長
ペ
ド
ロ
・
リ
ョ
チ
ン
（
了
陳
？
）
は
、
総
督
ダ
ス
マ
リ
ー
ニ
ャ
ス
の
事
情
聴
取
に

対
し
、
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

平
戸
を
四
十
五
日
前
に
出
発
し
ま
し
た
。
私
の
船
の
ほ
か
ど
の
船
も
出
発
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
国
人
の
船
が
一
隻
出
帆
す
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
平
戸
に
は
シ
ル
ベ
ス
ト
レ
・
ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
の
船
一
隻
、
薩
摩
の
阿
久
根
に
日
本
船
一
隻
、
薩

摩
の
久
志
に
中
国
船
一
隻
が
居
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
船
は
小
麦
粉
、
そ
の
ほ
か
の
食
料
品
、
お
よ
び
中
国
の
武
器
を
積
ん

で
マ
ニ
ラ
に
売
り
に
行
く
と
云
っ
て
い
る
と
聞
き
ま

84
し
た
。

つ
ま
り
三
月
の
九
州
か
ら
マ
ニ
ラ
へ
の
渡
航
シ
ー
ズ
ン
に
、
平
戸
と
薩
摩
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
隻
の
中
国
商
船
が
マ
ニ
ラ
向
け
の
商
品

を
積
ん
で
停
泊
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
シ
ル
ベ
ス
ト
レ
・
ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
は
日
本
人
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
り
、
前
年
に
も
マ
ニ
ラ

に
来
航
し
、
日
本
で
の
銅
や
火
薬
の
購
入
を
委
託
さ
れ
て

85
い
る
。
な
お
リ
ョ
チ
ン
は
「
国
王
﹇
秀
吉
﹈
は
マ
ニ
ラ
に
使
節
を
出
す
こ

と
を
計
画
し
て
お
り
、
そ
の
使
節
は
私
の
船
に
割
り
こ
も
う
と
し
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
に
沢
山
の
人
を
載
せ
ら
れ
な
い
の
で
や
め
て

も
ら
い
ま
し
た
」
と
も
証
言
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
五
月
に
マ
ニ
ラ
に
着
い
た
秀
吉
の
使
節
の
原
田
孫
七
郎
も
、
こ
の
種
の
商
船
に

便
乗
し
て
マ
ニ
ラ
に
渡
航
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
年
の
十
二
月
に
は
、
原
田
喜
右
衛
門
を
乗
せ
た
船
が
薩
摩
を
出
帆
し
、
翌
九
三
年
四
月
に
マ
ニ
ラ
に
入
港
し
た
。
こ

の
船
は
新
造
船
で
あ
り
、
百
数
十
人
の
華
人
と
日
本
人
が
同
乗
し
て
い
た
と

86
い
う
。
総
督
ダ
ス
マ
リ
ー
ニ
ャ
ス
は
、
原
田
を
は
じ
め

と
す
る
こ
の
船
の
乗
員
を
審
問
し
、
秀
吉
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
侵
攻
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
中
で
、
遭
難
し
た
コ
ボ
神
父
の

指
示
で
原
田
の
船
に
同
乗
し
て
マ
ニ
ラ
に
帰
っ
た
、
中
国
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ロ
ペ
ス
は
、
こ
の
船
の
乗
船
者
に
つ

い
て
興
味
深
い
証
言
を
残
し
て
い
る
。
ロ
ペ
ス
が
コ
ボ
神
父
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
原
田
は
先
に
財
産
を
失
っ
た
た
め
、

彼
の
所
有
す
る
二
隻
の
船
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
日
本
の
間
で
貿
易
が
で
き
る
よ
う
に
、
総
督
と
談
判
す
る
た
め
に
渡
来
し
た
の
だ
と

87
い
う
。
ま
た
ロ
ペ
ス
が
こ
の
船
で
綿
布
を
運
ん
で
き
た
日
本
人
の
友
人
に
、「
な
ぜ
原
田
に
仕
え
る
の
か
？
そ
の
ほ
う
が
商
売
に
有
利
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な
の
か
？
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
日
本
人
は
「
原
田
は
わ
れ
わ
れ
の
首
領
で
あ
り
、
彼
が
（
マ
ニ
ラ
を
）
離
れ
な
い
か
ぎ
り
、

誰
も
日
本
に
は
戻
れ
な
い
」と
答
え
て

88
い
る
。
さ
ら
に
ロ
ペ
ス
は
、「
原
田
の
船
で
来
た
華
人
た
ち
は
、
原
田
が
彼
ら
の
物
資
を
船
か

ら
荷
下
ろ
し
さ
せ
な
い
こ
と
に
不
満
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
だ
れ
も
、
原
田
と
と
も
に
（
日
本
に
）
戻
る
こ
と
を
望
ん
で

い
な
い
」
と
も
述
べ
て

89
い
る
。
つ
ま
り
原
田
の
船
に
は
、
多
く
の
日
本
人
・
華
人
の
商
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
を
積
み
こ
ん
で
乗

船
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
船
が
原
田
の
所
有
船
か
ど
う
か
、
ま
た
船
長
が
華
人
か
日
本
人
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
前
節
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、

ロ
ペ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
船
の
操
舵
手
や
パ
イ
ロ
ッ
ト
は
華
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
ロ
ペ
ス
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
あ
る
日
本
人
が
華
人

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
ア
ン
ト
ニ
オ
・
メ
ロ
に
対
し
、「
も
し
（
メ
ロ
が
）
日
本
か
ら
マ
ニ
ラ
に
運
ん
で
き
た
船
を
売
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を

関
白
（
秀
吉
）
に
告
げ
、
華
人
を
磔
に
さ
せ
る
だ
ろ
う
」
と
脅
し
た
と

90
い
う
。
九
州
と
マ
ニ
ラ
を
往
来
す
る
華
人
の
商
船
を
、
秀
吉

が
フ
ィ
リ
ピ
ン
侵
攻
の
た
め
に
徴
発
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
売
却
を
禁
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ロ
ペ
ス
は
、
次
の
よ
う
な

証
言
も
残
し
て
い
る
。

異
教
徒
の
華
人
を
信
頼
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
の
多
く
は
日
本
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、（
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
）

華
人
に
と
っ
て
も
っ
と
も
有
害
で
敵
対
的
な
の
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
華
人
だ
か
ら
で
す
。
…
…
パ
リ
ア
ン
の
華
人
も
、
ほ
と

ん
ど
信
用
で
き
ま
せ
ん
。
彼
ら
の
多
く
は
日
本
人
に
臣
従
し
て
、
叛
乱
に
加
わ
ろ
う
と
し
て
い

91
ま
す
。

ロ
ペ
ス
の
表
現
に
は
、
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
誇
張
が
あ
る
が
、
福
建
巡
撫
の
許
孚
遠
も
ま
た
、「
日
本
は

素
と
呂
宋
と
交
通
し
、
我
の
呂
宋
に
因
り
て
日
本
の
情
を
得
る
こ
と
、
十
に
四
・
五
あ
り
」
と
述
べ
て

92
い
る
。
日
本
と
ル
ソ
ン
と
の

通
交
関
係
を
利
用
し
て
、
日
本
情
報
の
半
分
近
く
を
ル
ソ
ン
の
華
人
か
ら
得
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
マ
ニ
ラ
在
住
の
華
人
の

な
か
に
、
日
本
に
渡
航
す
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
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五

福
建
海
商
に
よ
る
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易

一
五
六
〇
年
代
末
に
海
禁
が
解
除
さ
れ
て
か
ら
、
福
建
海
商
に
よ
る
マ
ニ
ラ
貿
易
は
し
だ
い
に
発
展
し
、
特
に
一
五
八
〇
年
代
に

は
急
成
長
す
る
。
さ
ら
に
一
五
八
〇
年
代
末
こ
ろ
か
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
日
本
と
の
貿
易
が
軌
道
に
乗
る
と
、
華
人
海
商
は
マ
ニ
ラ

｜
九
州
貿
易
に
も
進
出
し
て
ゆ
く
。
た
だ
し
海
禁
の
緩
和
後
も
、
華
人
海
商
が
日
本
に
渡
航
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
十
六

世
紀
後
半
に
は
、ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
マ
カ
オ
と
長
崎
を
結
ん
で
、中
国
商
品
と
日
本
銀
と
の
中
継
貿
易
を
ほ
ぼ
独
占
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
十
六
世
紀
末
に
は
、
日
本
貿
易
の
も
た
ら
す
大
き
な
利
潤
に
引
か
れ
て
、
福
建
か
ら
日
本
に
密
航
す
る
海
商
も
し
だ
い

に
増
え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
五
九
二
年
に
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
が
始
ま
る
と
、
明
朝
は
華
人
海
商
が
日
本
に
硫
黄
・
硝
石
・
鉛
な
ど

の
軍
需
品
を
密
輸
出
し
た
り
、
日
本
人
と
結
託
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
民
間
商
船
の
海
外
貿
易
を
、
一
時
的
に
す
べ
て
禁
じ
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
に
も
日
本
へ
の
密
航
や
軍
需
品
の
密
輸
出
は
止
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
福
建
巡
撫

で
あ
っ
た
許
孚
遠
に
よ
れ
ば
、
福
建
南
部
沿
海
の
人
民
は
、
四
月
か
ら
五
月
に
、
福
建
沿
岸
で
の
貨
物
運
搬
や
漁
業
、
台
湾
へ
の
交

易
、
広
東
か
ら
の
米
穀
買
い
つ
け
な
ど
の
名
目
で
、
渡
航
許
可
証
（
文
引
）
を
受
領
し
、
実
際
に
は
鉛
や
硝
石
な
ど
の
軍
需
品
を
積

ん
で
日
本
に
渡
航
し
、
秋
冬
か
来
春
に
帰
港
し
て
い
た
と

93
い
う
。
こ
う
し
て
十
六
世
紀
末
に
は
、
福
建
海
商
は

州
｜
マ
ニ
ラ
貿
易

と
い
う
大
動
脈
に
く
わ
え
、
マ
ニ
ラ
と
九
州
、
福
建
と
九
州
を
結
ぶ
貿
易
に
も
進
出
し
て
ゆ
く
。

特
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易
の
拠
点
と
な
っ
た
の
が
、
南
九
州
の
薩
摩
や
大
隅
の
諸
港
で
あ

94
っ
た
。
長
崎
や
平
戸
を
出
港
し
た

船
も
、
風
待
ち
や
給
水
な
ど
の
た
め
薩
摩
に
寄
港
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
九
州
に
向
か
う
船

も
、
ま
ず
薩
摩
や
大
隅
の
諸
港
に
入
港
し
た
よ
う
だ
。
一
五
八
三
（
天
正
十
）
年
、
島
津
氏
は
山
川
の
地
頭
で
あ
っ
た
頴
娃
氏
に
、

島
津
氏
の
直
轄
領
と
し
た
山
川
港
に
「
唐
土
・
南
蛮
船
」
が
着
岸
し
た
と
き
に
は
、
鹿
児
島
の
薩
摩
氏
に
報
告
し
処
置
を
仰
ぐ
こ
と
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を
命
じ
て

95
い
る
。
一
五
八
九
（
天
正
十
七
）
年
に
は
、
マ
ニ
ラ
か
ら
メ
キ
シ
コ
に
向
か
う
ガ
レ
オ
ン
船
が
薩
摩
の
片
浦
に
漂
着
し
、

一
五
九
九
（
慶
長
四
）
年
に
は
、
甑
島
に
二
隻
の
中
国
船
が
漂
着
し
た
が
、
う
ち
一
隻
は
ル
ソ
ン
か
ら
の
商
船
で
あ

96
っ
た
。
さ
ら
に

一
五
九
四
（
文
禄
三
）
年
、
坊
津
に
配
流
と
な
っ
た
前
関
白
の
近
衛
信
尹
は
、
七
月
十
九
日
に
山
川
港
に
お
い
て
、「
唐
船
見
物
ス
、

松
明
タ
テ
見
事
ナ
ル
馳
走
ナ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
船
は
、
彼
が
ま
た
「
ロ
ス
ン
に
わ
た
り
し
舟
あ
り
、
絵
か
き
た
る
唐
船
に

似
タ
リ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
六
〜
七
月
の
季
節
風
で
ル
ソ
ン
か
ら
来
航
し
た
中
国
船
で
あ

97
っ
た
。

一
九
九
三
年
、
福
建
巡
撫
の
許
孚
遠
は
、
日
本
の
内
情
を
探
索
す
る
た
め
、
泉
州
府
同
安
県
の
海
商
で
あ
っ
た
許
豫
を
島
津
領
に

派
遣
し
た
。
許
豫
と
同
行
し
た
商
人
の
張
一
学
は
、
翌
年
に
福
建
に
戻
り
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

薩
摩
州
は
乃
ち
各
処
の
船
隻
の
慣
泊
せ
る
処
に
し
て
、
今
こ
こ
よ
り
発
し
て
、
呂
宋
に
往
く
船
は
肆
隻
、
交
趾
船
は
参
隻
、

船
は
壱
隻
、
暹
邏
船
は
壱
隻
、
仏
郎
機
船
は
貳
隻
あ
り
。
興
販
・
出
没
は
、
こ
こ
を
咽
喉
と

98
な
す
。

つ
ま
り
一
五
九
三
年
当
時
、
薩
摩
の
諸
港
に
は
ル
ソ
ン
行
き
の
船
四
隻
を
筆
頭
に
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
中
部
へ
の
船
が
三
隻
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
へ
の
船
が
一
隻
、
シ
ャ
ム
へ
の
船
が
一
隻
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
二
隻
停
泊
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
ろ
日
本
船
が
フ
ィ
リ
ピ
ン

以
外
の
東
南
ア
ジ
ア
に
渡
航
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
シ
ャ
ム
行
き
の
船
は
お
そ
ら
く

中
国
船
で
あ
ろ
う
。

ま
た
一
五
九
七
年
か
ら
一
六
〇
〇
年
ま
で
、
捕
虜
と
し
て
日
本
に
抑
留
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
人
儒
学
者
の
姜

も
、
次
の
よ
う
に
伝

え
て
い
る
。

義
弘
と
云
う
者
あ
り
、
島
津
兵
庫
頭
と
称
す
。
世
々
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
等
の
州
地
に
拠
る
。
大
唐
及
び
琉
球
・
呂
宋
等
の
国

に
近
く
、
唐
船
・
蛮
船
は
往
来
し
て
絶
え
ず
。
天
朝
﹇
明
朝
﹈
の
地
方
及
び
南
蛮
に
来
往
す
る
者
は
、
路
は
必
ず
こ
こ
に
由
る
。

唐
貨
・
蛮
貨
は
市
肆
に
充

れ
、
唐
人
・
蛮
人
は

を
連
ね
屋
を

99
比
ぶ
。

姜

は
ま
た
、
南
九
州
に
来
航
す
る
「
福
建
の
商
船
、
及
び
南
蛮
・
琉
球
・
呂
宋
等
の
商
船
」
を
、
島
津
義
弘
が
管
轄
し
て
い
た
と
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も
述
べ
て
い
る
。
薩
摩
・
大
隅
の
諸
港
は
、
福
建
｜
マ
ニ
ラ
航
路
を
基
軸
に
、
南
シ
ナ
海
か
ら
東
シ
ナ
海
に
広
が
る
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
北
端
の
結
節
点
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
も
っ
と
も
主
要
な
担
い
手

が
、
福
建
の
海
商
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ン
か
ら
南
九
州
に
渡
航
し
た
福
建
海
商
の
実
像
を
も
っ
と
も
具
体
的
に
伝
え
て
い
る
史
料
は
、
近
年
注
目
さ
れ

て
い
る
藤
原
惺
窩
の
「
南
航
日
記
残
簡
」
で
あ
ろ
う
。
一
五
九
六
（
慶
長
元
）
年
七
月
、
藤
原
惺
窩
は
明
へ
の
渡
航
を
め
ざ
し
て
南

九
州
を
訪
れ
た
。
七
月
十
二
日
、
彼
は
大
隅
半
島
の
内
之
浦
港
に
着
き
、
船
頭
の
父
で
あ
る
浄
感
の
家
に
泊
ま
っ
た
。
翌
十
三
日
に

は
、
浄
感
の
嫡
子
の
訪
問
を
受
け
、
異
国
の
珍
味
を
肴
に
ル
ソ
ン
製
の
グ
ラ
ス
で
酒
を
傾
け
た
。
こ
の
嫡
子
は
「
去
年
ル
ス
ン
に
至

り
、
彼
の
国
の
風
土
・
龍
象
等
の
異
物
を
実
見
」
し
た
と
い
う
。
晩
に
は
当
地
の
役
人
で
あ
る
竹
下
宗
怡
が
訪
れ
、
葡
萄
酒
な
ど
を

賞
味
し
な
が
ら
、
琉
球
の
風
土
に
つ
い
て
語
っ
た
が
、
宗
怡
は
か
つ
て
琉
球
に
居
住
し
て
お
り
、
今
で
も
妻
子
が
い
る
の
だ
と
い
う
。

十
四
日
に
は
、
ル
ソ
ン
・
琉
球
へ
の
海
路
の
記
録
を
読
み
、
航
海
技
術
に
つ
い
て
話
を
聞
き
、
十
五
日
に
は
宗
怡
の
家
に
行
っ
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
製
の
世
界
地
図
を
実
見
し
て
い
る
。
十
六
日
に
は
華
人
が
来
訪
し
て
対
話
し
、
十
七
日
に
は
中
国
船
が
内
之
浦
に
入
港
し
、

鐘
を
鳴
ら
し
鉄
砲
を
撃
っ
て
入
港
を
知
ら
せ
た
。

翌
日
、
藤
原
惺
窩
は
こ
の
中
国
船
を
訪
れ
た
。
彼
は
そ
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

唐
船
の
船
主
は
呉
我
洲
、
泉
州
人
な
り
。
予
を
迎
え
て
筆
談
す
。
…
…
唐
人
は
六
十
人
。
通
事
話
し
て
云
く
、「
船
主
の
子
は
呂

宗
の
商

の
巨
魁
な
り
。
故
に
こ
の
船
も
ま
た
呂
宗
に
到
り
、
呂
宗
よ
り
発
船
す
。
今
に
至
る
こ
と
四
十
五
日
、
中
流
に
て
粮

は
竭
き
水
は
渇
れ
、
困
労
す
る
こ
と
言
う
可
か
ら
ず
」
と
。

こ
の
中
国
船
に
は
六
十
人
の
華
人
が
乗
り
く
み
、
船
主
は
泉
州
府
出
身
の
呉
我
洲
で
あ
っ
た
。
呉
我
洲
の
子
は
ル
ソ
ン
の
華
人
商
人

の
有
力
者
で
あ
り
、
こ
の
船
も
ル
ソ
ン
を
出
帆
し
、
四
十
五
日
を
か
け
て
内
之
浦
に
着
い
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
船
は
ち
ょ
う
ど
旧

暦
六
月
一
日
ご
ろ
マ
ニ
ラ
を
出
港
し
た
こ
と
に
な
り
、
あ
る
い
は
旧
暦
四
月
こ
ろ
に
福
建
か
ら
マ
ニ
ラ
に
渡
航
し
、
そ
こ
で
交
易
を
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行
っ
た
後
、
さ
ら
に
九
州
に
向
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

十
六
世
紀
末
に
は
、
呉
我
洲
の
よ
う
に
福
建
｜
マ
ニ
ラ
｜
九
州
を
結
ん
で
海
上
貿
易
を
行
っ
た
福
建
海
商
は
、
他
に
も
少
な
く
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
彼
ら
は
日
本
渡
航
の
禁
令
を
破
っ
た
密
航
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
貿
易
活
動
の
実
態
を
示

す
史
料
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。
そ
う
し
た
稀
少
な
史
料
と
し
て
、
一
九
九
二
年
に
日
本
か
ら
帰
還
し
た
華
人
が
、
秀
吉
の
大
陸
侵
攻

計
画
を
通
報
し
た
際
の
供
述
に
は
、
彼
ら
福
建
海
商
に
よ
る
マ
ニ
ラ
｜
九
州
貿
易
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
江
西
省
臨
川
県
出
身
の
朱

旺
は
、
海
澄
県
で
布
を
売
っ
て
い
た
が
、
一
五
七
七（
万
暦
五
）年
に

州
の
海
商
の
船
で
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
中
部
に
渡
航
し
、
さ
ら
に
現
地
の
船
で
出
航
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
人
海
賊
に
つ
か
ま
り
薩
摩
に
連
行
さ
れ
た
。
彼
は
薩
摩
で

十
八
年
を
過
ご
し
た
が
、
一
五
九
一
（
万
暦
十
九
）
年
に
い
た
り
、
秀
吉
の
大
陸
侵
攻
計
画
を
通
報
す
る
た
め
に
帰
国
し
よ
う
と
す

る
。
た
ま
た
ま

州
出
身
の
林
紹
岐
と
い
う
海
商
が
、
薩
摩
に
小
麦
粉
を
買
い
付
け
る
た
め
に
来
航
し
た
た
め
、
朱

旺
は
林
紹
岐

の
船
に
同
乗
し
て
、
福
建
に
帰
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
林
紹
岐
は
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、「
呂
宋
に
往
く
か
、
或
い
は
別
港
に
あ
り
て

麺

を
売
ら
ん
」
と
い
っ
て
出
航
し
た
と
い
う
。

ま
た
浙
江
省
台
州
府
の
蘇
八
と
い
う
漁
民
は
、
一
五
八
〇
（
万
暦
八
）
年
に
日
本
人
海
賊
に
さ
ら
わ
れ
て
薩
摩
に
連
行
さ
れ
、
京

泊
の
寺
院
で
使
役
さ
れ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
移
動
し
て
ゆ
く
。

蘇
）八
は
万
暦
十
年
の
間
、
陳
公
寺
の
僧
に
よ
り
転
売
さ
れ
、
地
名
対
馬
島
の
、
走
番
の

州
人
曽
六
奇
に
使
喚
せ
ら
る
。（
蘇
）

八
は
日
々
柴
を
打
り
田
を
種
し
、
布
を
売
り
て
生
理
を
し
、
積
み
て
小
夥
の
銀
四
両
を
在
身
た
り
。
万
暦
十
六
年
に
至
り
、
前

銀
を
も
っ
て
曽
六
奇
に
付
与
し
身
を
贖
え
り
。
ま
た
本
国
の
飛
蘭
﹇
平
戸
﹈
島
に
附
住
し
、
布
を
売
り
魚
を
売
り
て
活
と
な
す
。

…
…
家
に
父
母
・
妻
児
あ
る
を
思
い
、
本
年
﹇
万
暦
十
八
年
﹈
九
月
内
に
、

州
の
客
人
振
峯
の
貨
船
に
附
し
て
、
呂
宋
国
に

至
る
。
万
暦
十
九
年
四
月
内
、
ま
た

州
の
客
人
王
環
山
の
船
に
附
し
て
、

州
海
澄
県
に
至
る
。

つ
ま
り
蘇
八
は
一
五
八
二
（
万
暦
十
）
年
に
、
対
馬
に
住
む

州
出
身
の
曽
六
奇
と
い
う
海
商
に
転
売
さ
れ
、
農
作
業
の
か
た
わ
ら
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布
を
売
っ
て
銀
四
両
を
た
く
わ
え
、
そ
の
銀
を
曽
六
奇
に
払
っ
て
解
放
さ
れ
、
平
戸
に
移
っ
て
商
売
を
つ
づ
け
た
。
一
五
九
〇
（
万

暦
十
八
）
年
に
い
た
り
、
や
は
り

州
出
身
の
王
環
山
と
い
う
海
商
の
船
に
同
乗
し
て
ル
ソ
ン
に
渡
り
、
翌
年
に
や
は
り

州
の
海

商
の
船
で
海
澄
県
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
供
述
に
あ
ら
わ
れ
る
林
紹
岐
・
曽
六
奇
・
王
環
山
な
ど
の
海
商
は
、
い
ず
れ
も

州
出
身
で
あ
り
、
日
本
渡
航
の
禁
令
に

し
ば
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
薩
摩
・
対
馬
・
平
戸
な
ど
の
九
州
沿
海
部
で
交
易
を
い
と
な
み
、
王
環
山
は
さ
ら
に
ル
ソ
ン
に
も
渡
航
し

て
い
た
。
ま
た
林
紹
岐
は
南
九
州
産
の
小
麦
を
買
い
つ
け
、
そ
れ
を
人
口
増
に
よ
り
食
糧
が
不
足
し
て
い
た
福
建
や
ル
ソ
ン
に
輸
出

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
の
活
動
は
、
た
ま
た
ま
秀
吉
の
侵
略
計
画
を
通
報
す
る
供
述
と
い
う
特
殊
な
記
録
の
な
か
に
残
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
か
な
り
多
く
の
福
建
海
商
が
、
史
料
上
に
は
な
ん
の
足
跡
も
残
さ
な
い
ま
ま
、
福
建
｜
九
州
｜
フ
ィ
リ

ピ
ン
を
結
ぶ
貿
易
に
従
事
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

交
易
の
時
代
」
の
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
海
上
貿
易
に
つ
い
て
は
、
膨
大
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

や
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
の
こ
る
日
本
の
朱
印
船
に
よ
る
貿
易
に
、
ど
う
し
て
も
光
が
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
華
人
の
貿
易

活
動
の
実
態
も
、
官
僚
や
文
人
に
よ
る
概
括
的
な
言
説
を
の
ぞ
け
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
記
録
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
場
合

が
多
い
。
華
人
海
商
自
身
に
よ
る
当
事
者
と
し
て
の
記
録
は
乏
し
く
、
特
に
違
法
な
密
貿
易
で
あ
っ
た
日
本
貿
易
の
場
合
は
な
お
さ

ら
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
福
建
海
商
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
南
シ
ナ
海
だ
け
で
は
な
く
東
シ
ナ
海
に
も
拡
大
し
、
東
南
ア

ジ
ア
貿
易
だ
け
で
は
な
く
、
東
北
ア
ジ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
貿
易
に
お
い
て
も
活
発
な
活
動
を
展
開
し
て
い
た
と

え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
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お
わ
り
に

東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
の
「
交
易
の
時
代
」
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
海
外
か
ら
の
銀
の
流
入
と
、
そ
れ
に
対
す
る
中
国
商

品
の
輸
出
で
あ
っ
た
。
ま
ず
一
五
三
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
、
西
日
本
の
武
装
海
上
勢
力
と
華
人
密
貿
易
者
が
一
体
化
し
た「
後
期
倭
寇
」

に
よ
り
、
日
本
銀
が
浙
江
や
福
建
に
流
入
す
る
。
一
五
六
〇
年
代
に
は
、
明
朝
の
海
防
強
化
に
よ
り
後
期
倭
寇
の
活
動
は
沈
静
化
す

る
が
、
こ
れ
に
か
わ
っ
て
マ
カ
オ
を
根
拠
地
と
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
日
本
貿
易
に
進
出
し
、
特
に
一
五
七
〇
年
代
か
ら
は
マ
カ
オ

と
長
崎
を
結
ぶ
日
本
銀
と
中
国
生
糸
の
中
継
貿
易
に
よ
っ
て
巨
利
を
博
し
た
。
同
時
に
一
五
七
〇
年
代
に
は
、
メ
キ
シ
コ
｜
マ
ニ
ラ

｜
福
建
ル
ー
ト
に
よ
る
新
大
陸
銀
の
中
国
流
入
が
は
じ
ま
り
、
以
後
十
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
膨
大
な
新
大
陸
銀
・
日
本
銀
が
、

マ
ニ
ラ
・
マ
カ
オ
な
ど
を
経
て
中
国
東
南
沿
岸
へ
と
流
れ
こ
ん
で
ゆ
く
。

マ
ニ
ラ
か
ら
の
中
国
へ
の
新
大
陸
銀
の
輸
出
を
担
っ
た
の
が
、

州
や
泉
州
な
ど
の
福
建
海
商
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
一
五
七

〇
年
代
に
は
、
日
本
銀
の
中
国
へ
の
輸
出
は
お
お
む
ね
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
五
八
〇
年

代
に
は
、
福
建
海
商
は
ふ
た
た
び
日
本
市
場
へ
の
進
出
を
模
索
し
て
ゆ
く
。
彼
ら
の
利
用
し
た
ル
ー
ト
は
、
一
つ
に
は
マ
ニ
ラ
に
お

け
る
日
本
海
商
と
の
出
会
い
貿
易
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
九
州
へ
の
直
接
渡
航
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
福
建
海
商
は
マ
ニ
ラ
｜
九
州
間

を
結
ぶ
海
上
貿
易
に
も
乗
り
だ
し
、
こ
う
し
て
福
建
海
商
を
中
心
と
す
る
、
福
建
｜
マ
ニ
ラ
｜
九
州
を
結
ぶ
一
種
の
三
角
貿
易
が
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
。

華
人
や
日
本
人
の
海
商
は
、
九
州
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
食
料
品
や
軍
需
品
な
ど
の
消
費
物
資
を
提
供
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
産
の
金

や
鹿
皮
な
ど
を
輸
入
し
、
ま
た
マ
ニ
ラ
に
お
い
て
日
本
銀
と
中
国
商
品
の
出
会
い
貿
易
を
行
っ
た
。
マ
ニ
ラ
｜
九
州
貿
易
は
、
メ
イ

ン
・
ル
ー
ト
で
あ
る
福
建
｜
マ
ニ
ラ
｜
メ
キ
シ
コ
貿
易
の
、
い
わ
ば
支
線
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同

時
に
、
マ
カ
オ
｜
長
崎
ル
ー
ト
に
よ
る
日
本
銀
と
中
国
商
品
の
中
継
貿
易
の
、
バ
イ
パ
ス
と
し
て
の
意
味
も
持
っ
て
い
た
。
さ
ら
に

十
六
世
紀
末
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福
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フ
ィ
リ
ピ
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｜
九
州
貿
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マ
カ
オ
と
マ
ニ
ラ
と
の
貿
易
が
途
絶
し
た
一
五
九
〇
年
代
に
は
、
マ
カ
オ
｜
九
州
｜
マ
ニ
ラ
航
路
が
、
マ
カ
オ
｜
マ
ニ
ラ
航
路
の
代

替
コ
ー
ス
と
し
て
の
機
能
も
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
十
七
世
紀
に
は
い
る
と
、
日
本
か
ら
の
朱
印
船
貿
易
が
本
格
化
し
、
マ
ニ
ラ
を
は
じ
め
と
し
て
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
中
部
の
ホ

イ
ア
ン
な
ど
で
も
中
国
船
と
の
出
会
い
貿
易
を
展
開
し
た
。
ま
た
マ
カ
オ
｜
長
崎
貿
易
に
く
わ
え
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ス
ペ
イ
ン
人
や
、

オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
も
日
本
と
中
国
を
直
接
・
間
接
に
結
ぶ
貿
易
に
参
入
し
よ
う
と
競
争
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
。

そ
し
て
華
人
海
商
も
、
マ
ニ
ラ
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
貿
易
だ
け
で
は
な
く
、
明
朝
の
禁
令
を
の
り
こ
え
て
、
日
本
貿
易
に
も
い
っ
そ
う

積
極
的
に
進
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
中
国
｜
日
本
貿
易
に
つ
い
て
は
、
日
本
や
オ
ラ
ン
ダ
の
史
料
に
よ
る
数
量
的
分
析
が
可
能
な
、
一
六
三
〇
年
代
以
降

の
長
崎
貿
易
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
の
全
体
像
は
な
お
ほ
と
ん
ど
未
解
明
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
た
と
え
ば
、
一
六
一
〇
年
代

初
頭
の
『
神
宗
実
録
』
に
は
、
華
人
海
商
の
日
本
へ
の
渡
航
に
関
す
る
多
く
の
記
事
が
含
ま
れ
、
王
在
晋
『
越

』
に
は
、
福
建
・
浙

江
か
ら
九
州
へ
の
密
貿
易
の
実
態
に
つ
い
て
き
わ
め
て
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ゴ
ア
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
庁
が
本
国

に
送
っ
た
「
モ
ン
ス
ー
ン
文
書
」
に
も
、
日
明
間
の
密
貿
易
に
つ
い
て
興
味
深
い
記
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い

て
は
、
別
稿
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
る
予
定
で
あ
る
。

注１

マ
カ
オ
｜
長
崎
貿
易
に
関
す
る
も
っ
と
も
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、C

h
a
rles R

.B
o
x
er,

T
h
e
 
G
reat S

h
ip
 
from

 
A
m
acon

:
A
n
n
als
 
of

 
M
acao an

d
 
th
e O

ld
 
Japan

 
T
rad

e,
1
5
5
5
1
6
4
0
,
L
isb
o
n
:
C
en
tro d

e E
stu
d
o
s H

isto
rico

s U
ltra

m
a
rin
o
s,
1959.

お
よ
び
高
瀬
弘
一

郎
『
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
貿
易
と
外
交
』
八
木
書
店
、
二
〇
〇
二
年
を
挙
げ
て
お
く
。
マ
ニ
ラ
｜
福
建
貿
易
に
つ
い
て
は
註

４

を
参
照
。

２

岩
生
成
一
『
新
版
朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
。G

eo
rg
e B

ry
a
n S

o
u
za
,
T
h
e S
u
rvival of E

m
pire:

P
ortu

gu
ese

十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易

八
五



T
rad

e an
d
 
S
ociety in

 
C
h
in
a an

d
 
th
e S

ou
th C

h
in
a S

ea,
1
6
3
0
1
7
5
4
,
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1986.

な
ど
。

３

な
お
筆
者
は
ス
ペ
イ
ン
語
を
解
さ
な
い
た
め
、
ス
ペ
イ
ン
語
史
料
は
、E

m
m
a H

.
B
la
ir a

n
d Ja

m
es A

.R
o
b
ertso

n ed
s.,
T
h
e P

h
ilippin

e
 

Islan
d
s,
1
4
9
3
1
8
0
3
,
C
lev
ela
n
d
:
A
.H
.C
la
rk
,
1903

09.

に
集
成
さ
れ
た
英
訳
、
お
よ
び
日
本
語
訳
に
よ
っ
て
利
用
し
た
。
ま
た
研
究
文
献
に

つ
い
て
も
、
英
語
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
献
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

４

小
葉
田
淳
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
金
銀
」（
初
出
一
九
三
三
年
、『
金
銀
貿
易
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
六
年
）、
箭
内
健
次
「
マ
ニ
ラ
の
所

謂
パ
リ
ア
ン
に
就
い
て
」（『
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
史
学
科
研
究
年
報
』五
輯
、
一
九
三
八
年
）、W

illa
m
 
L
y
tle S

ch
u
lz,T

h
e M

an
ila G

alleon
,

N
ew
 
Y
o
rk
:
E
.P
.D
u
tto
n
,
1939;

rp
t.
p
a
p
erb

a
ck
,
E
.P
.D
u
tto
n
,
1959,

C
h
a
p
ter 1,

T
h
e C

h
in
ese.”

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
研
究
と
し
て

は
、
柳
田
利
夫
「
十
六
世
紀
の
マ
ニ
ラ
に
お
け
る
「
パ
ン
カ
ダ
」
に
つ
い
て

成
立
に
関
す
る
一
試
論

」（『
史
学
』
五
十
号
、
一
九
八
〇
年
）、

銭
江
「1570-1760
年
中
国
和
呂
宋
貿
易
的
発
展
及
貿
易
額
的
估
算
」（『
中
国
社
会
経
済
史
研
究
』
一
九
八
六
年
三
期
）
を
挙
げ
て
お
く
。

５

陳
荊
和
『
十
六
世
紀
之
菲
律
賓
華
僑
』（
新
亜
研
究
所
東
南
亜
研
究
室
、
一
九
六
三
年
）。

６

な
お
十
六
〜
十
七
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
統
治
と
中
国
貿
易
を
概
観
し
た
文
献
と
し
て
、
菅
谷
成
子「
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
メ
キ
シ
コ
」（
講
座

世
界
史
１
『
世
界
史
と
は
何
か

多
元
的
世
界
の
接
触
の
転
機
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）、
同
「
ス
ペ
イ
ン
領
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
成
立
」（
岩

波
講
座
東
南
ア
ジ
ア
史
３
『
東
南
ア
ジ
ア
近
世
の
成
立
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）、
平
山
篤
子
「
フ
ィ
リ
ピ
ナ
ス
総
督
府
創
設
期
の
対
外
関
係
（
序
）」

（『
帝
塚
山
学
院
論
集
』
十
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
フ
ィ
リ
ピ
ナ
ス
政
庁
の
対
チ
ナ
人
観
、
対
明
観
（

）」（『
帝
塚
山
経
済
・
経
営
論
集
』
十
六
巻
、

二
〇
〇
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

７

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.2,

L
etters to F

elip
e II o

f S
p
a
in
,
p
.238.

８

小
葉
田
淳
「
明
代

泉
人
の
海
外
通
商
発
展
」（
初
出
一
九
四
一
年
、
前
掲
『
金
銀
貿
易
史
の
研
究
』
所
収
）、
佐
久
間
重
男
「
明
代
後
期
に
お
け
る

州
の
海
外
貿
易

蕭
基
の
恤
商
策
に
つ
い
て

」（
初
出
一
九
八
五
年
、『
日
明
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
所
収
）。

９

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.3,

R
ela
tio
n
s o
f th

e v
o
y
a
g
e to L

u
zo
n
,
p
p
.101

104.

10

サ
ン
グ
レ
イ
（sa

n
g
ley

）
の
語
源
は
「
商
旅
」
な
ど
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
福
建
語
の
「
生
理
」（
商
売
）
に
由
来
す
る
よ
う
で
あ
る
。
陳
荊
和
前

掲
『
十
六
世
紀
之
菲
律
賓
華
僑
』
三
〇
頁
。

11

ゴ
ン
ザ
ー
レ
ス
・
デ
・
メ
ン
ド
ー
サ
（
長
南
実
・
矢
沢
利
彦
訳
註
）『
シ
ナ
大
王
国
誌
』
第
二
部
、
陳
荊
和
前
掲
『
十
六
世
紀
之
菲
律
賓
華
僑
』
三
一

〜
五
三
頁
。

十
六
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12

S
o
u
za
,
T
h
e S

u
rvival of E

m
pire

,
p
.65.

ま
た
銭
江
前
掲
「1570-1760

年
中
国
和
呂
宋
貿
易
的
発
展
及
貿
易
額
的
估
算
」
七
一
頁
に
は
、T

h
e

 
P
h
ilippin

e Islan
d
s

所
収
の
多
く
の
文
書
に
よ
り
、
中
国
か
ら
ル
ソ
ン
に
輸
出
さ
れ
た
商
品
が
網
羅
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

13
S
ch
u
lz,
T
h
e M

an
ila G

alleon
.

関
俊
彦
「
マ
ニ
ラ
・
ガ
レ
オ
ン
貿
易
と
中
国
陶
磁
」（『
佐
久
間
重
男
教
授
退
休
記
念

中
国
史
・
陶
磁
史
論
集
』

燎
原
、
一
九
八
三
年
）。

14

箭
内
前
掲
「
マ
ニ
ラ
の
所
謂
パ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
」
二
一
一
〜
二
二
五
頁
、
陳
荊
和
前
掲
『
十
六
世
紀
之
菲
律
賓
華
僑
』
五
五
〜
六
一
頁
。

15

S
ch
u
lz,
T
h
e M

an
ila G

alleon
,
p
p
.74

78.

陳
荊
和
前
掲
『
十
六
世
紀
之
菲
律
賓
華
僑
』
六
二
〜
六
四
頁
、
柳
田
前
掲
「
十
六
世
紀
の
マ
ニ
ラ
に

お
け
る
「
パ
ン
カ
ダ
」
に
つ
い
て
」
二
八
九
〜
二
九
八
頁
。

16

柳
田
前
掲
「
十
六
世
紀
の
マ
ニ
ラ
に
お
け
る
「
パ
ン
カ
ダ
」
に
つ
い
て
」
二
九
八
〜
三
一
三
頁
。

17

メ
ン
ド
ー
サ
前
掲
『
シ
ナ
大
王
国
誌
』
五
二
一
頁
。

18

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.7,

R
ela
tio
n o

f th
e P

h
ilip

p
in
e Isla

n
d
s,
p
p
.33

34.

19

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.6,

L
etter fro

m
 
S
a
n
tia
g
o d

e V
era to F

elip
e II,

p
.302.

な
お
一
方
で
、
一
五
八
〇
年
代
に
は
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
ス
ペ
イ
ン
人
の
あ
い
だ
で
は
、
中
国
の
軍
事
的
征
服
計
画
も
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
い
た
。
平
山
篤
子
「
フ
ィ
リ
ピ
ナ
ス
総
督
府
創
設
期
の
対
外

関
係
」（

）（

）（『
帝
塚
山
学
院
論
集
』
一
一
〜
一
二
号
、
二
〇
〇
四
〜
二
〇
〇
五
年
）。

20

小
葉
田
前
掲
「
明
代

泉
人
の
海
外
通
商
発
展
」
二
四
八
〜
二
五
二
頁
、
佐
久
間
前
掲
「
明
代
後
期
に
お
け
る

州
の
海
外
貿
易
」
三
二
八
〜
三
二

九
頁
。

21

銭
江
前
掲
「1570-1760

年
中
国
和
呂
宋
貿
易
的
発
展
及
貿
易
額
的
估
算
」
七
三
頁
。

22

州
で
徴
収
さ
れ
る
関
税
に
は
、
船
舶
税
で
あ
る
「
水
餉
」
と
、
輸
入
商
品
に
課
せ
ら
れ
る
「
陸
餉
」
が
あ
っ
た
が
、
ル
ソ
ン
貿
易
船
に
対
し
て
は
、

積
荷
の
大
部
分
が
銀
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
ほ
か
に
一
船
に
つ
き
百
五
十
両
（
の
ち
百
二
十
両
）
の
「
加
増
餉
」
が
課
さ
れ
た
。
小
葉
田
前
掲
「
明

代

泉
人
の
海
外
通
商
発
展
」
二
五
三
〜
二
五
七
頁
、
佐
久
間
前
掲
「
明
代
後
期
に
お
け
る

州
の
海
外
貿
易
」
三
三
〇
〜
三
三
四
頁
。

23

R
ich
a
rd v

o
n G

la
h
n
,
F
ou
n
tain

 
of F

ortu
n
e:

M
on
ey an

d
 
M
on
etary P

olicy in
 
C
h
in
a,
1
0
0
0
1
7
0
0
,
B
erk

eley
:
U
n
iv
ersity o

f
 

C
a
lifo

rn
ia P

ress,
1996,

p
p
.127

129.

24

陳
荊
和
前
掲
『
十
六
世
紀
之
菲
律
賓
華
僑
』
九
四
〜
六
四
頁
。

25

S
ch
u
lz,

T
h
e M

an
ila G

alleon
,
p
p
.72

73.
S
o
u
za
,
T
h
e S

u
rvival of E

m
pire

,
p
p
.65

70.

菅
谷
前
掲
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
メ
キ
シ
コ
」
二
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六
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紀
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一
九
〜
二
二
一
頁
。
中
国
絹
の
価
格
は
、
マ
ニ
ラ
で
は
福
建
の
二
倍
、
ア
カ
プ
ル
コ
で
は
八
倍
と
な
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
で
も
ス
ペ
イ
ン
産
絹
の
三

分
の
一
の
値
段
だ
っ
た
と
い
う
（
平
山
前
掲
「
フ
ィ
リ
ピ
ナ
ス
総
督
府
創
設
期
の
対
外
関
係
（
序
）」
八
一
頁
）。

26
T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.6,

M
ea
su
res reg

a
rd
in
g tra

d
e w

ith C
h
in
a
,
p
p
.279

284.
27

柳
田
前
掲
「
十
六
世
紀
の
マ
ニ
ラ
に
お
け
る
「
パ
ン
カ
ダ
」
に
つ
い
て
」
二
九
七
〜
三
〇
三
頁
。

28

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.8,

T
w
o ro

y
a
l d
ecrees,

p
p
.316

318.

29

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.10,

L
etters fro

m
 
F
ra
n
cisco T

ello to F
ellip

e II,
p
.179.

30

榎
一
雄
『
商
人
カ
ル
レ
ッ
テ
ィ
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
五
三
頁
。

31

v
o
n G

la
h
n
,
F
ou
n
tain

 
of F

ortu
n
e
,
p
.124,

T
a
b
le 8.

な
お
一
五
九
〇
年
代
に
は
、
ア
カ
プ
ル
コ
か
ら
マ
ニ
ラ
に
年
間
三
〇
〇
万
〜
五
〇
〇
万

ペ
ソ
の
銀
が
送
ら
れ
、
一
五
九
七
年
に
は
一
、
二
〇
〇
万
ペ
ソ
の
銀
が
送
ら
れ
た
と
述
べ
る
史
料
も
あ
る
が
（Jo

h
n H

.P
a
rry

,
T
h
e S

pan
ish
 
S
ea-

born
e E

m
pire,

N
ew
 
Y
o
rk
:
A
lfred A

.K
n
o
p
f,
1981,

p
p
.132

133.

菅
谷
前
掲
「
ス
ペ
イ
ン
領
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
成
立
」
一
三
〇
頁
）、
こ
れ
ら

の
数
値
は
お
そ
ら
く
過
大
で
あ
ろ
う
。

32

小
葉
田
淳
「
近
代
初
頭
に
お
け
る
銀
輸
出
の
問
題
」（
初
出
一
九
六
二
年
、
前
掲
『
金
銀
貿
易
史
の
研
究
』
所
収
）
八
頁
。

33

小
葉
田
前
掲
「
近
代
初
頭
に
お
け
る
銀
輸
出
の
問
題
」
二
〜
三
頁
。

34

S
o
u
za
,
T
h
e S

u
rvival of E

m
pire

,
p
.56.

35

陳
荊
和
前
掲
『
十
六
世
紀
之
菲
律
賓
華
僑
』
六
七
頁
。

36

箭
内
前
掲
「
マ
ニ
ラ
の
所
謂
パ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
」
二
三
〇
〜
二
三
九
頁
、
陳
荊
和
前
掲
『
十
六
世
紀
之
菲
律
賓
華
僑
』
一
〇
三
〜
一
一
九
頁
。

37

陳
荊
和
前
掲
『
十
六
世
紀
之
菲
律
賓
華
僑
』
一
二
六
〜
一
二
七
頁
。

38

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.10,

R
ep
o
rt o

f co
n
d
itio

n
s in th

e P
h
ilip

p
in
es,

p
p
.81

84.

一
方
で
、
ス
ペ
イ
ン
が
中
国
と
の
直
接
貿
易
を

行
う
こ
と
も
模
索
さ
れ
、
特
に
十
六
世
紀
末
の
総
督
ド
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
テ
ー
リ
ョ
は
、
広
東
に
貿
易
船
を
派
遣
し
て
、
貿
易
拠
点
を
確
保
す
る

こ
と
を
め
ざ
し
た
が
、
成
功
し
な
か
っ
た
。
ア
ン
ト
ニ
オ
・
デ
・
モ
ル
ガ
（
神
吉
敬
三
・
箭
内
健
次
訳
註
）『
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
誌
』（
岩
波
書
店
、
一

九
六
六
年
）
一
五
〇
〜
一
七
〇
頁
。

39

モ
ル
ガ
前
掲
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
誌
』
三
八
七
〜
三
九
一
、
四
〇
一
〜
四
〇
七
頁
。

40

陳
荊
和
前
掲
『
十
六
世
紀
之
菲
律
賓
華
僑
』
一
四
〇
頁
、
平
山
前
掲
「
フ
ィ
リ
ピ
ナ
ス
総
督
府
創
設
期
の
対
外
関
係
（
序
）」
七
六
頁
。

十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易

八
八



41

S
ch
u
lz,

T
h
e M

an
ila G

alleon
 
p
p
.85

89.

平
山
前
掲
「
フ
ィ
リ
ピ
ナ
ス
政
庁
の
対
チ
ナ
人
観
、
対
明
観
（

）」。
な
お
華
人
の
死
者
数
に
つ
い

て
は
、
史
料
に
よ
っ
て
一
万
五
千
名
か
ら
二
万
三
千
名
ま
で
幅
が
あ
り
明
確
で
は
な
い
。

42
S
ch
u
lz,

T
h
e M

an
ila G

alleon
,
C
h
a
p
ter 2,

T
h
e Ja

p
a
n
ese.”

岡
本
良
知
「
一
五
九
〇
年
以
前
に
於
け
る
日
本
フ
ィ
リ
ピ
ン
間
の
交
通
と
貿

易
」（
初
出
一
九
三
六
年
、『
キ
リ
シ
タ
ン
の
時
代

そ
の
貿
易
と
文
化
』
八
木
書
店
、
一
九
八
七
年
所
収
）。

43

岩
生
成
一
『
南
洋
日
本
町
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）、
第
六
章
「
呂
宋
日
本
町
の
盛
衰
」。

44

奈
良
静
馬
『
西
班
牙
古
文
書
を
通
じ
て
見
た
る
日
本
と
比
律
賓
』（
講
談
社
、
一
九
四
二
年
）、
松
田
毅
一
『
豊
臣
秀
吉
と
南
蛮
人
』（
朝
文
社
、
一
九

九
二
年
）、
パ
ブ
ロ
・
パ
ス
テ
ル
ス
（
松
田
毅
一
訳
）『
16

17
世
紀

日
本
・
ス
ペ
イ
ン
交
渉
史
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
四
年
）、
フ
ア
ン
・
ヒ
ル
（
平

山
篤
子
訳
）『
イ
ダ
ル
ゴ
と
サ
ム
ラ
イ

16
・
17
世
紀
の
イ
ス
パ
ニ
ア
と
日
本

』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
）。

45

岩
生
前
掲
『
南
洋
日
本
町
の
研
究
』
二
一
二
〜
二
一
四
頁
。

46

岩
生
前
掲
『
南
洋
日
本
町
の
研
究
』
二
一
五
〜
二
二
一
頁
。

47

岡
本
良
知
『
十
六
世
紀
日
欧
交
通
史
の
研
究
』（
弘
文
荘
、
一
九
三
六
年
）
四
四
六
〜
四
五
一
頁
。

48

岩
生
前
掲
『
南
洋
日
本
町
の
研
究
』
二
二
二
〜
二
二
五
頁
。

49

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.6,

M
em
o
ria
l to th

e C
o
u
n
cil,

p
.163.

50

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.7,

R
ela
tio
n o

f th
e P

h
ilip

p
in
e Isla

n
d
s,
p
.35.

51

モ
ル
ガ
前
掲
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
誌
』
六
一
頁
。

52

奈
良
前
掲
『
西
班
牙
古
文
書
を
通
じ
て
見
た
る
日
本
と
比
律
賓
』
三
七
〜
一
一
〇
頁
、
松
田
前
掲
『
豊
臣
秀
吉
と
南
蛮
人
』
一
三
三
〜
一
七
〇
頁
。

パ
ス
テ
ル
ス
前
掲
『
16

17
世
紀

日
本
・
ス
ペ
イ
ン
交
渉
史
』
二
六
〜
七
〇
頁
。

53

岩
生
成
一
「
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
呂
宋
長
官
あ
て
豊
臣
秀
吉
の
書
簡
に
つ
い
て
」（『
古
文
書
研
究
』
二
五
号
、
一
九
八
六
年
）。

54

フ
ア
ン
・
ヒ
ル
前
掲
『
イ
ダ
ル
ゴ
と
サ
ム
ラ
イ
』
四
三
〜
四
四
頁
。

55

岩
生
成
一
「
呂
宋
の
壺
に
就
い
て
」（『
南
方
土
俗
』
三
巻
二
号
、
一
九
三
四
年
）、
岸
野
久
「「
る
そ
ん
壺
」
貿
易
の
歴
史
的
役
割

教
会
史
料
を

主
に
し
て

」（『
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
』
一
七
輯
、
一
九
七
七
年
）。

56

岩
生
前
掲
『
南
洋
日
本
町
の
研
究
』
二
三
七
頁
。

57

岩
生
前
掲
『
新
版
朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
』
二
九
頁
。

十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易

八
九



58

S
o
u
za
,
T
h
e S

u
rvival of E

m
pire

,
p
p
.68

69.

松
田
前
掲
『
豊
臣
秀
吉
と
南
蛮
人
』
一
三
三
〜
一
七
〇
頁
。
パ
ス
テ
ル
ス
前
掲
『
16

17
世
紀

日
本
・
ス
ペ
イ
ン
交
渉
史
』
二
六
〜
七
〇
頁
。

59

松
田
前
掲
『
豊
臣
秀
吉
と
南
蛮
人
』
二
一
九
〜
二
九
三
頁
。
パ
ス
テ
ル
ス
前
掲
『
16

17
世
紀

日
本
・
ス
ペ
イ
ン
交
渉
史
』
一
〇
四
〜
一
四
六
頁
。

60

岩
生
前
掲
『
南
洋
日
本
町
の
研
究
』
二
二
七
頁
、
フ
ア
ン
・
ヒ
ル
前
掲
『
イ
ダ
ル
ゴ
と
サ
ム
ラ
イ
』
六
〇
〜
六
四
頁
。

61

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.10,

R
ep
o
rt o

f co
n
d
itio

n
s in th

e P
h
ilip

p
in
es,

p
p
.84

85.

62

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.10,

M
ilita

ry a
ffa
irs in th

e isla
n
d
s,
p
p
.210

211.

63

岸
野
久
「
関
ヶ
原
戦
役
前
に
お
け
る
徳
川
家
康
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
交
渉

ロ
ー
マ
・
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
に
よ
る

」（『
キ
リ
ス
ト
教
史
学
』

二
八
輯
、
一
九
七
四
年
）。

64

フ
ア
ン
・
ヒ
ル
前
掲
『
イ
ダ
ル
ゴ
と
サ
ム
ラ
イ
』
七
六
〜
八
九
頁
。

65

モ
ル
ガ
前
掲
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
誌
』
三
九
一
〜
三
九
二
頁
、
四
〇
七
〜
四
〇
九
頁
。

66

鄭
若
曽
『
籌
海
図
編
』
巻
二
、
倭
国
事
略
、「
倭
船
」。

67

岩
生
前
掲
『
新
版
朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
』
一
三
一
〜
一
三
三
頁
。

68

李
言
恭
『
日
本

』
巻
三
、「
出
海
通
番
」。

69

森
山
恒
雄
「
豊
臣
期
海
外
貿
易
の
一
形
態
続
論

肥
後
加
藤
氏
関
係
の
新
出
史
料
の
紹
介
を
か
ね
て

」（
箭
内
健
次
編
『
鎖
国
日
本
と
国
際
交

流
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）。

70

岩
生
前
掲
『
新
版
朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
』
一
三
四
〜
一
三
五
頁
。

71

岩
生
成
一
「
安
南
国
渡
航
朝
鮮
人
趙
完
璧
伝
に
つ
い
て
」（『
朝
鮮
学
報
』
六
輯
、
一
九
五
四
年
）。

72

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.9,

T
h
e seco

n
d em

b
a
ssy to Ja

p
a
n
,
p
p
.54

55.

73

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.10,

M
ilita

ry a
ffa
irs in th

e isla
n
d
s,
p
p
.212

213.

74

パ
ス
テ
ル
ス
前
掲
『
16

17
世
紀

日
本
・
ス
ペ
イ
ン
交
渉
史
』
三
一
頁
。

75

パ
ス
テ
ル
ス
前
掲
『
16

17
世
紀

日
本
・
ス
ペ
イ
ン
交
渉
史
』
一
六
一
頁
。

76

モ
ル
ガ
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
誌
』
二
二
五
〜
二
二
六
頁
。

77

ヒ
ル
前
掲
『
イ
ダ
ル
ゴ
と
サ
ム
ラ
イ
』
一
三
一
〜
一
三
二
頁
。

十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易

九
〇



78

岩
生
前
掲
『
新
版
朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
』
一
七
七
〜
二
一
二
頁
。

79

許
孚
遠
『
敬
和
堂
集
』
撫

稿
、
行
移
、「
海
禁
条
約
行
分
守

南
道
」。

80

小
葉
田
前
掲
「
明
代

泉
人
の
海
外
通
商
発
展
」
二
四
六
頁
。

81

箭
内
前
掲
「
マ
ニ
ラ
の
所
謂
パ
リ
ア
ン
に
就
い
て
」
二
三
三
〜
二
三
五
頁
。『
敬
和
堂
集
』
撫

稿
、
疏
、「
請
諭
処
番
酋
疏
」。

82

モ
ル
ガ
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
誌
』
三
八
七
、
三
九
一
、
四
一
三
頁
。

83

岩
生
前
掲
『
新
版
朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
』
一
九
四
〜
一
九
六
、
二
〇
二
〜
二
〇
六
頁
。

84

井
沢
実
『
大
航
海
時
代
夜
話
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）、

85

ヒ
ル
前
掲
『
イ
ダ
ル
ゴ
と
サ
ム
ラ
イ
』
一
六
頁
。

86

パ
ス
テ
ル
ス
前
掲
『
16

17
世
紀

日
本
・
ス
ペ
イ
ン
交
渉
史
』
五
九
頁
。

87

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.9,

T
h
e S

eco
n
d E

m
b
a
ssy to Ja

p
a
n
,
p
p
.49.

88

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.9,

T
h
e S

eco
n
d E

m
b
a
ssy to Ja

p
a
n
,
p
.47.

89

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.9,

T
h
e S

eco
n
d E

m
b
a
ssy to Ja

p
a
n
,
p
.52.

90

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.9,

T
h
e S

eco
n
d E

m
b
a
ssy to Ja

p
a
n
,
p
.53.

91

T
h
e P

h
ilippin

e Islan
d
s
,
V
o
l.9,

T
h
e S

eco
n
d E

m
b
a
ssy to Ja

p
a
n
,
p
.40.

92

許
孚
遠
『
敬
和
堂
集
』
疏
、「
請
諭
処
番
酋
疏
」

93

許
孚
遠
『
敬
和
堂
集
』
撫

稿
、
疏
、「
疏
通
海
禁
疏
」。

94

十
六
世
紀
末
〜
十
七
世
紀
初
頭
に
お
け
る
、
ル
ソ
ン
｜
琉
球
｜
南
九
州
を
結
ぶ
貿
易
航
路
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
注
目
す
べ
き
論

と
し
て
、
真

栄
平
房
昭
「
一
六
〜
一
七
世
紀
に
お
け
る
琉
球
海
域
と
幕
藩
制
支
配
」（『
日
本
史
研
究
』
五
〇
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。
ま
た
上
原
兼
善
「
初

期
徳
川
政
権
の
貿
易
統
制
と
島
津
氏
の
動
向
」（『
社
会
経
済
史
学
』
七
一
巻
五
号
、
二
〇
〇
六
年
）
も
、
十
七
世
紀
初
頭
の
ル
ソ
ン
｜
薩
摩
貿
易
の
推

移
を
詳
細
に
検
討
す
る
。
ま
た
島
津
氏
の
海
外
貿
易
全
般
に
つ
い
て
は
、
武
野
要
子
『
藩
貿
易
史
の
研
究
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
九
年
）、
第

五
章
「
島
津
氏
の
外
交
と
貿
易
」
を
参
照
。

95

『
旧
記
雑
録
後
編
』
巻
十
四
、
一
三
二
〇
号
文
書
。

96

『
旧
記
雑
録
後
編
』
巻
二
十
五
、
六
八
九
号
文
書
、
巻
四
十
七
、
一
三
二
〇
号
文
書
。

十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易

九
一



97

近
衛
信
尹
『
三

院
記
』
文
禄
三
年
五
月
十
九
日
条
（『
近
世
初
頭
九
州
紀
行
記
集
』
九
州
史
料
刊
行
会
、
一
九
六
七
年
）
一
六
四
頁
、
一
八
〇
頁
。

98

許
孚
遠
『
敬
和
堂
集
』
撫

稿
、
疏
、「
請
処
倭
酋
疏
」。

99

姜

『
看
羊
録
』、
賊
中
見
聞
録
。

姜

『
看
羊
録
』、
詣
承
政
院
啓
辞
。

藤
原
惺
窩
「
南
航
日
記
残
簡
」（『
藤
原
惺
窩
集
』
下
巻
、
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、
一
九
三
九
年
）。
佐
々
木
綱
洋
「
藤
原
惺
窩
『
南
航
日
記
残
簡
』」

（『
南
九
州
文
化
』
六
一
号
、
一
九
九
四
年
）、
荒
野
泰
典
「
東
ア
ジ
ア
の
発
見
」（『
史
苑
』
六
一
巻
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
八
二
〜
八
四
頁
な
ど
参
照
。

南
航
日
記
残
簡
」
に
は
「
宗
意
」
と
す
る
が
、
重
永
卓
爾
氏
が
紹
介
す
る
「
竹
下
氏
系
図
」
に
よ
れ
ば
、「
宗
怡
」
が
正
し
い
。
系
図
に
よ
れ
ば
、

竹
下
宗
怡
は
目
井
・
高
洲
な
ど
の
海
港
や
豊
後
府
内
の
役
人
を
歴
任
し
て
お
り
、
海
商
出
身
で
、
内
之
浦
の
領
主
伊
集
院
氏
の
代
官
的
存
在
で
は
な
か
っ

た
か
と
い
う
。
重
永
卓
爾
「
島
津
氏
の
一
六
世
紀
末
に
お
け
る
海
外
通
交
の
諸
相
」（『
南
九
州
文
化
』
七
五
号
、
一
九
九
八
年
）
五
〜
六
頁
。

侯
継
高
『
全
浙
兵
制

』、
附
録
「
近
報
倭
警
」。
こ
の
「
近
報
倭
警
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
朱

旺
・
蘇
八
の
事
例
も
含
め
、
米
谷

氏
に
よ
る
詳
細
な
訳
註
が
あ
る
。
米
谷

「
訳
註
『
全
浙
兵
制

』「
近
報
倭
警
」」（
科
研
費
成
果
報
告
書
『
８

17
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る

人
・
物
・
情
報
の
交
流
』
上
巻
、
研
究
代
表
者
・
村
井
章
介
、
二
〇
〇
四
年
）。
ま
た
「
近
報
倭
警
」
の
日
本
情
報
の
内
容
を
分
析
し
た
、
米
谷

「『
全

浙
兵
制

』「
近
報
倭
警
」
に
み
る
日
本
情
報
」（
前
掲
書
所
収
）
も
、
参

価
値
が
高
い
。

古
典
的
な
研
究
と
し
て
、
岩
生
成
一
「
近
世
日
支
貿
易
に
関
す
る
数
量
的

察
」（『
史
学
雑
誌
』
六
二
編
一
一
号
、
一
九
五
三
年
）
が
あ
る
。

『
神
宗
実
録
』
万
暦
三
十
八
年
十
月
丙
戌
条
、
万
暦
四
十
年
三
月
辛
丑
条
、
同
六
月
戊
辰
条
、
同
八
月
丁
卯
条
、
万
暦
四
十
一
年
十
月
乙
酉
条
な
ど
。

王
在
晋
『
越

』
巻
二
十
一
、
雑
著
、「
通
倭
」。

高
瀬
弘
一
郎
訳
註
『
モ
ン
ス
ー
ン
文
書
と
日
本

十
七
世
紀
ポ
ル
ト
ガ
ル
公
文
書
集

』（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
二
七
九
〜
二
八
七
頁
。

十
六
世
紀
末
の
福
建
｜
フ
ィ
リ
ピ
ン
｜
九
州
貿
易

九
二




